
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

1
シ
言
ン
下
の
労
務
管
理
の
変
容

－
｜
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
崩
漉
し
た
か
｜
｜

柴

田

弘

捷

一
九
八
Q
年
代
は
、

摩
擦
・・
円
高
等
に
よ
る
企
業
活
動
の
全
般
的
な
停
滞
や
海
外
工
場
立
地
に
よ
る
圏
内
産
業
の
H

空
洞
化
H

現
象
な
ど
が
生
じ
、
新
た

一
方
に
お
け
る
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
v
ョ
シ
の
進
展
の
下
で
の
産
業
構
造
の
転
換
、
他
方
に
お
け
る
貿
易

な
「
合
理
化
」
“
が
進
め
ら
れ
、
麗
用
環
境
の
変
化
が
進
ん
だ
時
代
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」

の
変
容
・
崩
擦
の
主
張
が
声
高
に
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
八

0
年
代
の
事
態
を
、
雇
用
管
理
の
実
際
を
点
検
し
、
言
わ
れ
て

い
る
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
〈
変
化
〉
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
労
務
管
理
と
し
て
の
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
が
い
ま
だ
温
存
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

プ

ユは
アじ
JV め

ィに
ノ l

l 会ν 〉

司．年

記 t; 
両主
I奇聞

．者
習を
葛と
摩空
擦志

く
状
況
の
概
観

1 マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

a

技
術
の
発
達
に
よ
る
I
C
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
高
度
化
が
急
速
に
進
展
し
、
製
造
・
作
業
工
程
の

M
E化
と
製
品
の

M
E化
が
同
時
並
行
的
に
進
む
H

デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
ν
ョ
ン
（
二
重
の
M
E技
術
革
新
Y
が
進
展
し
た
。

製
品
の

M
E化
は
、
製
品
の
軽
量
化
・
小
型
化
・
。情
報
機
器
化
（
情
報
化
を
も
．た
ら
し
、
日
本
ぬ
産
業
構
造
を
い
わ
ゆ
る
情
報

化
、
ソ
フ
十
化
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
と
い
わ
れ
る
方
向
へ
の
転
換
を
促
し
た
。
・そ
れ
は
内
鉄
鋼
を
中
心
と
す
る
素
材
産
業
、
造
船
や
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重
電
な
ど
の
停
滞
・
構
造
的
不
況
を
招
き
、
他
方
I
C産
業
や
M
E機
器
産
業
ハ
電
機
ぺ
通
信
〉
、
精
密
機
械
（
M
E
工
作
機
械
）
産
業
、

ま
た
、

わ
ゆ
る
-, 

そ喜
し F
4 長

λき0 ,.,. 
ら年仲 ・軽

1に墾
急~
成 中

"' 長」
し m

た Z
I 長
C が
産生
業じ
ゃた
電 。
機
産

52 

お
よ
び

y
フ
ト
ク
エ
ア
産
業
な
ど
の
急
成
長
を
も
た
ら
し
、

七
0
年
代
に
H
J
l
デ
ィ
シ
グ
産
業
に
成
長
し
た
自
動
車
産
業
、

業、

M
E機
器
産
業
は
欧
米
へ
の
集
中
豪
雨
的
輸
出
を
展
開
L
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
停
滞
と
膨
大
な
貿
易
赤
字
と
か

ら
ん
で
貿
易
摩
擦
を
引
き
起
こ
す
と
と
も
に
、
急
激
な
対
ド
ル
円
高
を
も
引
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
貿
易
摩
擦
は
輸
出
規
制
を
、
急

激
な
円
高
は
輸
出
不
振
を
結
果
し
、
自
動
車
や
I
C、
M
E機
器
そ
の
他
の
輸
出
産
業
の
不
振
を
招
き
、
工
場
の
海
外
立
地
・
現
地

生
産
化
を
引
き
起
こ
す
と
と
も
に
、
圏
内
生
産
の
不
振
・
停
滞
、
中
小
下
請
け
企
業
の
倒
産
、
日
本
産
業
の
H

空
洞
化
H

を
招
来
し

て
い
る
。

2 

雇
用
環
境
の
変
容

デ
ュ
ア
ル
・
イ
メ
ベ

l
u
v
ョ
ン
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
作
業
工
程
の
M
E化
は
、

工
場
に
お
い
て
は
ロ
ボ
ッ
ト
や
C
N
C
・

M
C
工
作
機
、
自
動
搬
送
機
な
ど
の
M
E化
さ
れ
た
機
械
装
置
が
導
入
さ
れ
F
M
S化、

F
A化
を
進
め
た
。
オ
フ
ィ
ス
に
お
い
て

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
そ
の
端
末
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
フ
ァ
ク

νミ
リ
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
な
ど
の
M
E機
器
が

ν
ス

テ
ム
導
入
さ
れ
、
オ
フ
ィ
ス
ピ
ル
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ピ
ル
化
し
、

O
A化
が
進
ん
だ
。

工
場
に
お
い
て
も
、
オ
フ
ィ
只
に
お
い
て
も
、
労
働
の
内
容
が
大
き
く
変
化
し
必
要
と
さ
れ
る
労
働
力
の
質
が
変
わ

そ
の
結
果
、

っ
て
き
た
。
工
場
に
お
い
て
は
、
従
来
の
単
純
繰
り
返
し
労
働
あ
る
い
は
熟
練
労
働
は
減
少
し
、
代
わ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
や
テ

ィ
l
チ
ン
グ
な
ど
の

y
フ
ト
ク
エ
ア
労
働
、

M
E化
さ
れ
た
機
械
装
置
の
操
作
ハ
主
に
ボ
タ
シ
操
作
で
あ
り
新
た
な
単
純
労
働
プ
監
視
、

M
E知
識
を
必
要
と
す
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
労
働
な
ど
が
増
加
し
て
き
た
。
．北
フ
ィ
ス
に
お
い
て
は
、
提
来
の
紙
と
鉛
筆
と
ソ
ロ
パ
ン



八
電
卓
）
に
代
わ
っ
て
情
報
の
入
力
・
加
工
・
出
力
の
た
め
の

M
E機
器
の
操
作
〈
主
に
キ
イ
・
イ
ン
作
業
）
に
変
わ
っ
た
。
加
え
て
、

生
産
・
流
通
・
事
務
処
理
の
uv
ス
テ
ム
分
析
・
設
計
や
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
な
ど
の

y
フ
ト
ク
エ
ア
労
働
が
治
大
し
、

（

2｝
 

業
が
独
立
し
た
産
業
と
し
て
成
立
も
し
て
き
た
。

ソ
フ
ト
ク
エ
ア

こ
の
よ
う
な
作
業
工
程
の

M
E化
は
総
体
と
し
て
工
場
の
直
接
工
の
減
少
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
労
働
の
内
容
の
変
化
、
新
し

い
労
働
の
出
現
に
よ
っ
て
職
場
の
労
働
力
構
成
を
大
き
く
変
え
た
。
た
と
え
ば
、

工
場
無
人
化
の
パ
イ
ズ
ニ
ア
と
い
わ
れ
る
フ
ァ
ナ

ッ
ク
で
は
、
生
産
合
理
化
の
徹
底
が
指
示
さ
れ
、
生
産
コ
ス
ト
「
三
割
カ
ッ
ト
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、

デュアル・イノベーション下の労務管理の変容

工
場
労
働
者
の
採
用
を
抑
え

研
究
員
や
営
業
マ
ン
の
採
用
を
ふ
や
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
従
業
員
に
占
め
る
工
場
労
働
者
の
割
合
は
八
六
年
三
月
末
に
二
五
・

二
%
で
あ
っ
た
も
の
が
わ
ず
か
一
年
後
の
八
七
年
三
月
末
に
は
ニ
四
・
二
%
に
低
下
し
て
い
る
。

ま
た
、
人
口
の
高
齢
化
、
高
学
歴
化
、
お
よ
び
定
年
延
長
の
動
き
は
、
労
働
力
構
成
の
高
齢
化
ハ
中
高
年
齢
層
の
肥
大
化
）
、
高
学

歴
化
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
化
を
招
き
、
他
方
、
企
業
活
動
の
停
滞
に
よ
る
一
層
の
減
量
経
営
・
少
数
精
鋭
主
義
の
追
求
は
内
部
労
働
市

場
を
縮
小
さ
せ
、
製
造
業
を
中
心
に
雇
用
の
停
滞
・
縮
小
、
失
業
の
増
大
、
中
高
年
齢
層
の
過
剰
化
、
ポ
ス
ト
不
足
を
来
し
、
他
方
、

M
E
関
連
職
種
等
の
産
業
構
造
の
転
換
に
伴
っ
て
需
要
の
増
大
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
供
給
不
足
を
招
く
事
態

研
究
者
・
技
術
者
、

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
ポ
ス
ト
不
足
は
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
労
働
省
の
「
人
事
労
務
管
理
研
究

会
」
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
団
塊
の
世
代
の
ポ
ス
ト
不
足
状
況
は
「
極
め
て
深
刻
化
し
て
る
」
三
六
・
一
%
）
、

（

4）
 

し
つ
つ
あ
る
」
ハ
六
0
・
四
%
）
と
八
割
ち
か
く
の
企
業
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
課
長
到
達
年
齢
は
遅
れ
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、

「
次
第
に
深
刻
化

部
課
長
に
な
れ
る
比
率
は
二
千
年
に
は
現
在
の
半
分
で
し
か
な
い
と
い
う
試
算
も
で
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

M
E技
術
革
新
は
製
造
業
の
生
産
労
働
者
（
と
く
に
中
高
年
・
熟
練
労
働
者
）
を
中
心
に
労
働
力
の
過
剰
現
象
を
引
き
起

こ
す
一
方
、

M
E
関
連
職
種
を
中
心
と
し
た
専
門
技
術
者
の
不
足
を
結
果
し
た
。
こ
の
結
果
、
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
将
来
的
に
も
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． 
希望退職者
募集

図1

不況の深刻度と削減規模に応じた人減らし策
アラカルト ー 、 転身緩助制度・

選択定年制・

定年引き下げ． 
一時帰休． 

・特別休職制度． 
指名解雇

出向． 
再就職あっせん． 

配置転換． 
人
員
削
減
規
模

． 
転籍

． 
応、媛派遣

不補充． 
肩たたき． 

不況深刻l度

〔出所〕 ’85 .11.19 

引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

経
済
企
画
庁
の
予
測
ハ
「
職
業
構
造

54 

e

変
革
期
の
人
材
開
発
」
〈
町
年
6
月
〉
）
で
は
、

西
暦
二

O
O
O
年
段

階
で
専
門
技
術
者
二
八
三
万
人
、
事
務
職
五
五
万
人
が
不
足
し
、

反
対
に
技
能
・
生
産
職
三

O
七
万
人
、
販
売
職
八
八
万
人
が
過
剰

に
な
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
）
労
働
力
構
成
の
高
年
齢

化
（
中
高
年
層
の
肥
大
化
）
・
高
学
歴
化
・
ホ
ワ
イ
十
カ
ラ
l
化
は
、

減
量
経
営
に
よ
る
内
部
労
働
市
場
の
縮
小
と
も
重
な
っ
て
処
遇
の

問
題
（
ポ
ス
ト
不
足
）
を
生
み
出
し
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
大
手
企
業
で
は
中
高
年
層
を
中
心

と
し
た
H

人
減
ら
し
H

を
多
様
か
つ
複
合
的
に
実
行
す
る
と
と
も

日経mi~匙新附l

に
、
「
能
力
主
義
」

の
強
化
ハ
年
功
昇
進
・
昇
格
、
定
昇
制
の
否
定
）
、

早
期
退
職
優
遇
制
度
の
導
入
や
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
パ

i
ト
、
派
遣

労
働
者
の
活
用
、

ヘ
ッ
ド
・
ハ

Y
タ
l
、
中
途
採
用
（
キ
ャ
リ
ア
採

用
）
制
度
の
導
入
な
ど
、

多
様
な
労
働
力
需
給
の
在
り
方
が
出
現

し
た
。
こ
れ
ら
の
労
働
力
需
給
の
在
り
方
や
労
働
者
の
処
遇
の
在

り
方
の
変
化
が
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
ハ
終
身
雇
用
と
年
功
昇
進
・

年
功
昇
格
〉
の
変
容
1

崩
壊
を
主
張
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
で
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
変
容
を
示
す
と
言
わ
れ
た



こ
れ
ら
の
現
象
の
実
態
を
み
て
お
こ
う
。

ハ
1
〉
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
シ
ヨ
シ
に
つ
い
て
は
、
北
川
隆
吉
監
修
柴
田
弘
縫
著
『
口
約
吋
日
開
「
M
E
の
時
代
」
篭
機
の

νク
チ
ャ
！
っ
ア

ユ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
シ
ョ
γ
〉
』
一
九
八
六
年
中
央
法
規
出
版
怠
照

ハ
2
）
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
シ
ヨ
シ
下
の
労
働
・
労
働
力
構
成
の
変
化
等
の
実
態
に
つ
い
て
は
同
右
書
参
照

（

3
）
『
有
価
証
券
報
告
書
』
一
九
八
六
年
三
月
、
八
七
年
三
月

ハ
4
）
人
事
労
務
管
理
研
究
会
「
団
塊
の
世
代
の
活
性
化
に
関
す
る
調
査
研
究
」
労
働
省

八
七
年
一
月

デュアJν ・イノベーショシ下の労務管理の変容

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
諸
現
象

日
本
の
大
企
業
は
不
況
期
に
は
い
つ
も
H

人
減
ら
し
H

を
展
開
し
、
ま
た
高
度
成
長
期
以
降
「
能
力
主
義
」
管
理
を
主
張
し
て
き

た
。
そ
れ
が
八

0
年
代
に
入
っ
て
改
め
て
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
・と
の
関
係
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

複
合
的

M

な
H

人
減
ら
し
H

の
展
開

八
0
年
代
の
一H

人
減
ら
し
H

は
内
部
労
働
市
場
の
縮
小
の
下
で
、
終
身
雇
用
を
否
定
す
る
か
の
ご
と
く
中
高
年
齢
層
の
企
業
外
引

の
排
出
が
、
図
ー
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
様
々
な
手
法
を
組
み
合
わ
せ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、

・目
立
造
船
が
八
五
年
に
従
業
員
五
千
人
の
削
減
を
提
案
し
た
際
の
人
減
し
の
手
法
は
表
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
六
種

類
の
方
法
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
特
徴
的
な
も
の
は
、
新
会
社
の
設
立
・
移
籍
、
定
年
年
齢
の
引
き
下
げ
れ

1 

5$, 

「
特
別
休
業
制
度
」
の
導
入
な
ど
の
手
法
で
あ
る
。



目立造船の5000人削減計画表 1

自然減〈定年・自己都合退職の不補充〉・…・・ 400人

関連会社・下請け会社への出向・転籍・・H ・H ・・ 700" 

新会社（20社）への移籍....・H ・...・H ・H ・...・H ・・・1800"

定年年齢の引き下げ・ 57歳特別休業制度・…・・1000"

40歳以上の早期退職制度....・H ・.......・H ・...・H ・・1100"

新
会
社
の
設
立
・
移
籍
は
、

56 

一
挙
に
二

O
の
新
会
社
を
設
立
し
そ
こ
へ
移
籍
す
る
の
で
あ
る
が
、

設
立
さ
れ
る
新
会
社
に
は
こ
れ
ま
で
の
事
業
内
容
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
会
社
が
幾
つ
も
あ

り
、
海
の
物
と
も
山
の
物
と
も
つ
か
な
い
ま
っ
た
く
新
し
い
事
業
・
仕
事
に
移
籍
さ
れ
る
労
働
者
が

数
多
く
出
現
し
た
。
ま
た
、
目
立
造
船
は
す
で
に
定
年
を
六

O
歳
に
引
き
上
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
を

三
年
間
の
暫
定
処
置
と
し
て
五
八
歳
に
引
き
下
げ
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
五
七
歳
の
従
業
員
を
対
象
に

「
特
別
休
業
制
度
」
を
新
設
、
労
働
省
か
ら
雇
用
調
整
給
付
金
を
受
け
て
、

一
時
帰
休
さ
せ
た
う
え

で
五
八
歳
に
な
れ
ば
そ
の
ま
ま
定
年
退
職
さ
せ
る
、

と
い
う
新
手
で
あ
る
。

「
早
期
退
職
制
度
」
は

こ
れ
ま
で
の
応
援
派
遣
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
再
就
職
の
斡
旋
を
積
極
的
に
進
め
る
も
の
で
札
口
目
。

日
立
造
船
の
人
員
削
減
案
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
「
希
望
退
職
」
に
よ
る
削
減
が
入
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
希
望
退
職
は
、
割
り
増
し
退
職
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
若
く
て
有
能
で
か

つ
必
要
な
人
材
が
割
り
増
し
退
職
金
付
き
で
他
社
に
ス
カ
ク
卜
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

結
局
、

日
立
造
船
は
希
望
退
職
を
さ
け
て
必
要
な
人
材
の
温
存
を
計
っ
た
の
で
あ
り
、
他
の
削
減

案
は
す
べ
て
高
年
齢
で
高
給
者
や
企
業
が
不
必
要
と
判
断
す
る
労
働
者
を
優
先
的
に
退
職
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

目
立
造
船
の
人
減
ら
し
に
見
ら
れ
る
手
法
は
他
の
産
業
・
企
業
に
も
見
ら
れ
る
。

中
高
年
齢
者
層
の
早
期
退
職
制
度
は
、
七
三
年
の
オ
イ
ル

ν
ョ
ッ
ク
に
起
因
し
た
七

0
年
代
後
半
の
不
況
期
に
減
量
経
営
の
有
力

な
手
法
の
一
つ
と
し
て
「
選
択
的
定
年
制
」
と
結
び
付
い
て
導
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
八

0
年
代
に
入
る
と
、
「
選
択
的
定
年
制
」

と
と
も
に
、
中
高
年
齢
者
排
出
の
手
法
と
し
て
独
立
し
た
制
度
H

「
早
期
退
職
優
遇
制
度
」
と
し
て
普
及
し
た
。
八
七
年
に
は
五

0

0
0人
以
上
規
模
の
企
業
の
半
数
が
こ
れ
を
導
入
し
て
い
る
（
表
3
V
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61年1年間の出向者

i夢ij；予全企業のう
ち出向者を

企業

ii：：間.1i
議｜ 餓規模計 ｜ 
出 Is,ooo人以上｜

喜I1，側～4,999人｜

出向者の割合

区

62年 1月1臼現在
の出向者〈累積）

舘鰐｜出向
出向者の｜者数
割合
f竺2

表2

分

邸
側

mω

3.3 

7.2 

4.6 

14.2 

91.6 

77.。
57.3 

68.7 

58.8 

0.2 

0.2 

0.2 

3.2 

34.2 

23.1 

新
会
社
設
立
に
よ
る
移
籍
の
手
法
は
、
鉄
鋼
や
造
船
な
ど
の
重
厚
長
大
産
業

を
中
心
に
多
角
化
に
よ
る
企
業
の
生
き
残
り
の
模
索
も
兼
ね
て
多
く
の
企
業
で

展
開
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
「
設
立
し
て
も
ダ
メ
な
ら
つ
ぶ
せ
ば
い
い
。

リ

ス
ク
を
自
覚
し
、

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に
挑
戦
す
る
」
ハ
伊
藤
忠
商
事
・
米
倉
功

社
長
）
と
い
う
発
想
で
、
大
手
商
社
で
も
、
分
社
化
、
系
列
系
会
社
の
設
立
ラ

ッ
U
V

ュ
が
続
い
て
お
り
、
八
五

t
八
六
年
の
二
年
間
で
、
新
た
に
二
五

O
社
が

設
立
さ
れ
、
新
規
出
向
社
は
八
五

O
人
前
後
一
を
数
え
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、

目
立
と
同
様
に
ハ
イ
テ
ク
分
野
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
へ
の
進
出
を
狙
う
た
め
の
新

企
業
も
あ
る
が
、
他
方
で
は
潰
れ
て
も
元
々
と
言
う
よ
う
な
首
切
り
を
し
な
い

で
労
働
者
を
排
出
す
る
た
め
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
超
零
細
な
会
社
の
設
立

が
見
ら
れ
る
。

子
会
社
数
の
変
化
と
子
会
社
政
策
を
八
六
年
七
月
現
在
で
見
る
と
、
こ
こ
五

年
間
で
子
会
社
が
増
加
し
た
企
業
の
割
合
は
七
三
・
六
%
も
あ
り
、
・
一
万
人
以

上
の
企
業
で
は
八
七
・
一
%
に
も
・
添
っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
増
加
さ
せ
る
方

針
を
持
っ
て
い
る
企
業
は
、
三
一
・
一
一
%
三
万
人
以
上
企
業
で
は
四
八
・
八
%
）

で
あ
る
。
ま
た
、
子
会
社
を
増
加
さ
せ
る
目
的
・
理
由
は
「
本
業
の
技
術
・
ノ

ク
ハ
ク
を
生
か
し
た
新
製
品
・
新
分
野
へ
の
進
出
」
ハ
四
八
・
六
%
〉
、

「
製
品
の

57 

販
売
強
化
の
た
め
」
ハ
四
五
・
九
%
〉
、

「
異
業
種
へ
の
進
出
の
た
め
」
ハ
四
八
・
六



表
3

早
期
退
職
優
遇
制
度
他
諸
制
度
の
有
無
（

1987年）
（%）

・

役
職
定
年
制
度

早
期
退
職
優
遇
制
度

，
進
中
高
路
年
を
齢
選
者
択
を
対
象
に
特
度
定
の
年
齢
以
後
の

定
年

制
さ
せ
る
制

可二
午
7

進
路
の
内
容
（

M
.
A
.
)

区
分

’
を
定
め
て

関
連
会
社

転制あ職っ援錠助度の静ま
あ

り
な

し
い
る
企
業

へ
の
出
向

調
査

産
業

計
100.0

 
11. 8

 
88.2 

〔
4
.1〕

95.8 
0.7 

9.2 
35.1 

30.6 
99
.3

 
4
.2

 

5,000
人

以
上

100
.0

 
34.5 

65
.5

 
〔45

.1〕
49.9 

8.4 
41. 4

 
58.6 

34
.5

 
91. 6

 
50
.1

 

1,000～
4,999人

100
.0

 
29.9 

・
 
70.1 

〔27
.2〕

印
.2

4.9 
23.4 

40.3 
27
.3

 
95.1 

39
.8
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1.

E
〕
内
の
数
字
は

1982年
の
数
値
で
あ
る
．

2
.
 役
職
定
年
制
度
と

l主
役
職
者
が
一
律
文

l主
役
喰
ど
と
の
定
め
に
よ
り
一
定
の
年
齢
で
役
職
を
退
く
制
度
。

〔
出
所
〕

雇
用
動
向
調
査
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し
て
い
る
。

五
。

0
0人
以
上
規
模
の
企
業

ま
た
、
退
職
出
向
〈
退
職
を
前
提
に
し
た
出
向
〉
も
多
く
の
企
業
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

の
三
四
%
が
退
職
出
向
者
を
出
し
で
お
り
、
そ
の
数
は
一
万
人
近
く
と
な
り
、
出
向
者
の
七
割
弱
は
四
五
歳
以
上
で
あ
る
（
表
2
1

日
本
人
事
行
政
研
究
所
の
大
手
企
業
を
対
象
に
し
た
調
査
で
も
四
六
%
も
の
企
業
が
「
出
向
さ
せ
て
そ
の
ま
ま
戻
さ
な
い
こ
と
が

あ
る
」
と
し
て
お
り
、
出
向
を
余
剰
人
員
を
整
理
す
る
手
段
と
し
て
使
っ
て
い
た
。

加
え
て
、

伊
藤
忠
商
事
の
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ニ
シ
グ
セ
ン
タ
ー
」
に
典
型
さ
れ
る
よ
う
な
中
高
年
齢
者
を

多
く
の
企
業
で
は
、

対
象
に
し
た
転
職
援
助
斡
旋
制
度
を
持
ち
、
ポ
ス
ト
不
足
解
消
も
兼
ね
た
中
高
年
齢
者
の
排
出
に
努
力
し
て
い
る
。

ま
た
、
中
高
年
齢
者
層
の
肥
大
化
、
ポ
ス
ト
不
足
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
、
出
向
〈
退
職
出
向
〉
、

デュアル・イノベーショ y下の労務管理の変容

新
会
社
設
立
・
移
籍
、
転
職
援
助
斡
旋
制
度
等
の
他
に
、
役
職
定
年
制
や
専
門
職
・
特
別
職
等
へ
の
職
種
変
換
制
度
等
が
あ
る
。
こ

れ
ら
諸
制
度
の
導
入
状
況
は
労
働
省
の
「
雇
用
管
理
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
表
3
の
と
お
り
で
あ
り
、
企
業
規
模
の
大
き
い
ほ
ど
そ

れ
ら
の
制
度
の
導
入
割
合
は
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
八

0
年
代
に
大
企
業
に
お
い
て
様
々
な
手
法
を
用
い
て
人
減
ら
し
が
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
主

要
な
対
象
は
中
高
年
齢
者
層
で
あ
っ
た
。

壊
し
た
、
と
す
る
論
拠
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 こ

の
こ
と
が
、

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
・《
終
身
雇
用
》
が
変
容
・
崩

〈

1
〉

ハ
2
〉

ハ
3
）

〈

4
）

ハ
5
〉

目
立
造
船
の
「
五
千
人
従
業
員
削
減
案
」
に
つ
い
て
は
『
日
経
産
業
新
聞
』
ハ
八
五
・
一
一
・
一
九
朝
刊
）
に
よ
る
。

『
読
売
新
聞
』
一
九
八
七
年
三
月
五
日
朝
刊

雇
用
促
進
事
業
団
・
雇
用
職
業
総
合
研
究
所
「
系
列
会
社
に
対
す
る
出
向
・
転
籍
等
に
関
す
る
調
査
結
果
報
告
」

日
本
人
事
行
政
研
究
所
八
六
年
一

O
月
調
査
（
八
七
・
五
・
回
発
表
）

伊
藤
忠
の
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ニ

y
グ

セ

y
iタ
イ
」
は
八
二
年
一
月
に
発
足
し
た
中
高
年
の
管
理
職
の
斡
旋
会
社
。
当
初
は
伊
藤
忠
グ
ル

59, 



ー
プ
内
の
中
高
年
社
員
の
み
を
対
象
に
し
て
い
た
が
、
近
年
グ
ル
ー
プ
外
の
社
員
の
斡
旋
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

60 

多
様
な
雇
用
形
態
の
出
現

八
0
年
代
は
大
企
業
に
お
い
て
多
様
な
採
用
・
雇
用
形
態
が
普
及
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
企
業
の
「
今
後
の
従
業
員
の
採
用
方

2 

「パ

l
ト
、
ア
ル
・
ハ
イ
ト
な
ど
を
活
用
」
、
「
正
社
員
の

中
途
採
用
を
増
加
」
、
「
ス
カ
ク
ト
に
よ
る
採
用
」
、
「
派
遣
社
員
の
受
げ
入
れ
」
な
ど
多
様
な
形
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

針
」
を
調
査
に
よ
っ
て
み
る
と
、
新
規
学
卒
採
用
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
も
年
功
制
や
終
身
雇
用
が
崩
壊
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
そ
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。

常
用
労
働
者
以
外
の
雇
用

常
用
労
働
者
以
外
の
採
用
は
、

一
九
六

0
年
代
ま
で
は
季
節
労
働
者
、
臨
時
日
雇
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
六

0
年
代
半
ば
か
ら
パ

！
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
導
入
さ
れ
た
。

「
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

六
八
年
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
採
用
企
業
は
ニ
二
・
五
拓

で
あ
っ
た
も
の
が
、

一
五
年
後
の
八
三
年
調
査
に
は
五
八
%
に
達
し
、
五

O
O
O人
以
上
規
模
の
企
業
で
は
七
二
%
に
も
広
が
っ
て

い
る
。
じ
か
も
、
「
常
用
」
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
雇
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
採
用
企
業
の
八
八
%
（
五

O
O
O人

以
上
規
模
の
企
業
で
は
九
三
%
〉
に
達
し
て
い
る
ハ
表
4
1
そ
し
て
、

大
企
業
（
五
千
人
規
模
以
上
）
の
常
用
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

を
採
用
す
る
主
な
理
由
は
「
仕
事
の
内
容
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
等
で
間
に
合
う
た
め
（
「
自
動
化
が
進
み
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
等

に
よ
る
作
業
が
可
能
に
な
っ
た
た
め
」
を
含
む
と
ハ
八
八
・
九
%
）
、

「
生
産
（
販
売
）
量
の
増
減
に
応
じ
て
雇
用
調
整
が
容
易
で
あ
る
た
め

「
人
件
費
が
割
安
の
た
め
」
（
四
0
・
七
%
）
な
ど
で
あ
る
。

（
「
季
節
的
繁
忙
の
た
め
」
を
含
む
）
」
ハ
六
四
・
五
%
）
、

ま
た
、
八

0
年
代
に
入
っ
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
職
種
を
中
心
に
労
働
者
派
遣
業
が
現
れ
、
八
六
年
の
「
労
働
者
派
遣
法
」



ノミートタイム労働者等の震用の有無（1983年） 〈%〉

｜ ｜パートタイム lH の種類 マニ始
以 I'.1.J'{l:ff~~雇 I l'lt<JU! 

1周した企業 常用の み｜臨み｜併用匙ない

調査産業計 I100. o I 58. 1 <100. o> I c13. 5) I c11. 5) I 04. 9) I 41. 9 

100. o I 12. o (100. o) I (60. o) I C 7. o) I (33. o) I 28. o 

100. o I 71. 1 <100. o) I (67. 7) I < 4. 2) I (?8. 1) I 28. 9 

（注〉 常用パートとは，パートタイム労働者等のうち，①朔悶を定めずに，又は 1か月を

超える期間を定めて雇用している者及び②日々又は 1か月以内の期限を限って庖用し

ている者のうち 1か月の勤滋日数が18日以上で．かっ，在職期聞が2か月以上の者を

いう．

臨時・日短パートとは．パートタイム労働者等であって，日々又は 1か月以内の期

限を限って廠周している者のうち，①在職期間を関わず.1か月の勤務日数が18日未

満の者，又は②1か月の勤務回数を関わず在職期聞が2か月未満の者をいう。

〔出所〕 雇用管理調盗

デュアj'V・イノベーション下の労務管理の変容

表4

模規

5，側人以上

I，α）（）～4,999人

〈%）

規

表5

｜ ｜ 就…ことがある（M.A.) ｜一
会企業 ｜ 

計〈注1)1情報処理｜事務処理｜ピル管理｜なじ

調査産業計｜ 100.0 I 加.6 I 6. 5 I 8. 8 I 11. 8 

5,000人以上｜ 100. o I 79. 4 I 

1,000～4,999人 I 100. o I 11. 1 I 

（注） 1. 「情報処理J，「事務処理J，「ピル管理」の職種群のいずれか1つ以上IC就労さ

せたととがある企業の割合

腫用管理調査

79.4 

20.6 

28.9 

52.8 

45.6 

派遣労働者の就労状況（1986年〉

43.6 

・30.4

56.0 

44.6 

模

の
成
立
も
あ
っ
て
、
派
遣
労
働

者
を
採
用
す
る
企
業
が
増
大
し

た
。
八
六
年
一
一
月
現
在
で
の

「
雇
用
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

調
査
産
業
計
で
二

0
・
六
%
の

企
業
が
な
ん
ら
か
の
職
務
に
派

遣
労
働
者
を
就
労
さ
せ
た
こ
と

が
あ
り
、
五

O
O
O人
以
上
規

模
の
企
業
と
な
る
と
、
約
八
割

の
企
業
が
派
遣
労
働
者
を
就

労
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
〈
表

5
）。こ

の
よ
う
に
、
年
功
的
処
遇

と
終
身
雇
用
の
枠
外
に
あ
り
、

か
っ
、
雇
用
調
整
の
容
易
な
労

働
者
が
日
常
的
に
大
企
業
で
活

〔出所〕

用
さ
れ
、
労
働
力
需
給
の
調
節

弁
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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中
途
キ
ャ
リ
ア
採
用

～
ッ
ド
ハ
ン
デ
ィ
シ
グ
ハ
ス
カ
ク
ト
〉
や
契
約
社
員
、
中
途
採
用
の
制
度
化
I
C
い
っ
た
従
来
と
は
異
な
っ
た
形
で
の
中
途
採
用
が

広
が
っ
た
の
も
八

0
年
代
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
新
聞
報
道
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

住
友
信
託
銀
行
で
は
八
五
年
の
一
一
月
か
ら
中
途
採
用
制
度
を
導
入
し
積
極
的
・
組
織
的
に
中
途
採
用
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ

た
旦
そ
し
て
、
八
六
年
末
ま
で
に
三
回
募
集
し
、
二
七
人
の
採
用
を
み
て
い
る
。
こ
の
キ
ャ
リ
ア
採
用
と
で
も
言
う
べ
き
中
途
採
用

は
銀
行
、
生
命
保
険
、
鉄
鋼
な
ど
に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
八
七
年
に
入
っ
て
、
京
セ
ラ
、
日
本
精
線
、
日
興
証
券
な
ど
も
技
術

者、
一
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
住
友
信
託
銀
行
で
は
、
加
え
て
、
証
券
ト
レ
ー
ダ
ー
、
外
為
デ
ィ
ラ
l
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
－
経
理
、
営
業
な
ど
の
職
種
を
対
象
に
勤
続
期
間
、
給
与
な
ど
の
待
遇
を
採
用
時
に
決
め
る
契
約
社
員
の
導
入
も
八

七
年
七
月
か
ら
行
っ
た
。
ま
た
、
兼
松
江
商
で
は
、
こ
れ
ま
で
年
間
一

J
二
人
を
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
や
パ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

λ
千
テ
ク
関
連
職
種
や
社
内
情
報

ν
ス
テ
ム
化
の
た
め
に
技
術
者
を
中
途
採
用
し
て
い
た
が
、
八
七
年
に
年
俸
制
の
一
年
契
約
社
員

制
度
を
導
入
し
た
。
大
倉
エ

ν
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
で
も
八
五
年
八
月
よ
り
七
年
間
の
契
約
社
員
ハ
嘱
託
技
術
員
〉
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て

い
そ

・
と
こ
ろ
で
、
大
企
業
（
従
業
員
五
千
人
以
上
の
企
業
）
に
お
い
て
こ
の
中
途
・
キ
ャ
リ
ア
採
用
を
増
や
す
理
由
は
、
主
に
、
「
即
戦
力

ど
な
る
か
ら
」
円
七
九
・
一
%
）
↓
「
経
営
の
多
角
化
の
た
め
」
〈
六
0
・
五
%
〉
、
「
一
専
門
職
の
人
材
不
足
」
ハ
四
一
・
九
%
）
な
ど
で
あ

A
4｝
一

る。
一

－

－

告
の
よ
う
に
多
様
な
労
働
力
の
需
給
態
勢
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
一
方
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
争
や
派
遣
労
一働
者
に
典
型
ふ
れ
る
労
務
費
の
節
約
と
労
働
力
需
給
の
調
節
弁
と
し
て
の
労
働
者
と
し
て
、
他
方
で
は
、

ハ
イ
テ
ク
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化
、
国
際
化
、
情
報
化
と
言
わ
れ
る
産
業
構
造
の
転
換
が
進
む
中
で
企
業
が
新
分
野
へ
の
進
出
を
図
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
即
戦

カ
の
専
門
職
と
し
て
、
出
現
し
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
終
身
雇
用
、
年
功
制
の
適
用
外
の
労
働
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労

働
者
の
出
現
が
、
．、
ま
た
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
解
体
を
主
張
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

ハ1
〉
制
雇
用
問
題
研
究
会
「
経
済
社
会
環
境
の
変
化
と
日
本
的
雇
用
慣
行
」
ハ
一
九
八
六
・
三
調
査
三
労
働
省
『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
変
化
と

展
望
（
調
査
編
〉
』
一
九
八
七
年
ハ
大
蔵
省
印
刷
局
〉
所
収

円

2
）
労
働
省
「
雇
用
管
理
調
査
」
一
九
八
三
年

ハ3
）
『
神
戸
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
月
七
日
朝
刊
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
四
月
二
六
日
、
七
月
二
O
日
朝
刊
、
『
日
経
産
業
新
聞
』

一九
A
六
年
九
月
一
九
日

（4
）
前
掲
『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
変
化
と
展
望
ハ
調
査
編
〉
』

3

賃
金
体
系
の
変
化

八
0
年
代
後
半
に
入
っ
て
賃
金
体
系
の
改
変
も
進
ん
だ
。
そ
の
主
目
的
は
、
賃
金
構
成
に
お
け
る
年
功
部
分
を
縮
小
し
、
能
力

給
・・
査
定
部
分
を
増
大
さ
せ
、
増
加
す
る
高
齢
者
層
の
賃
金
上
昇
を
抑
さ
え
、
全
体
と
し
て
賃
金
コ
ス
ト
を
抑
さ
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

鉄
鋼
大
手
五
社
を
は
じ
め
自
動
車
、
電
機
な
ど
が
そ
ろ
っ
て
新
賃
金
制
度
を
導
入
し
は
じ
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
神
戸
製
鋼
で

は
、
す
で
に
八
七
年
四
月
か
ら
管
理
職
（
課
長
以
上
）
に
能
力
主
義
に
一
本
化
し
た
賃
金
体
系
を
導
入
し
て
い
た
が
、
八
七
年
一
一

月
か
ら
は
↓
般
従
業
員
に
も
能
力
主
義
重
視
の
「
新
賃
金
制
度
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
グ

年
齢
・
勤
続
で
決
ま
る
基
本
給
を
ニ

O
%削
減
し
、

そ
の
分
を
職
能
給
、
業
務
給
に
繰
り
入
れ
る
。
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定
期
昇
給
制
度
を
見
直
し
、
現
行
の
八

O
%と
す
る
。

，a
Z
 

2
0
 

一
本
と
す
る
。
ま
た
、
現
行
の
定
期
昇

事
務
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
基
本
給
、
職
務
付
加
給
、
業
務
給
を
廃
止
し
「
本
給
」

給
制
度
を
廃
止
し
、

・本
給
考
課
に
よ
り
増
減
額
を
決
定
す
る
。

四

こ
の
改
定
に
あ
た
っ
て
、
賃
金
切
り
下
げ
と
な
っ
た
分
に
つ
い
て
は
「
調
整
給
」
を
支
給
す
る
。
調
整
給
は
そ
れ
を
上
わ
ま

わ
る
定
期
昇
給
に
な
っ
た
時
点
で
解
消
す
る
。

こ
の
結
果
、
工
場
労
働
者
の
賃
金
は
、
年
功
的
要
素
の
強
い
基
本
給
と
能
力
給
の
割
合
は
こ
れ
ま
で
の
五
対
五
か
ら
四
対
六
と
な

っ
た
。
ま
た
、
事
務
労
働
者
は
管
理
職
と
同
様
に
能
力
給
が
一

O
O
%と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
賃
金
体
系
へ
の
移
行
に
よ
っ

一
一
月
分
の
賃
金
で
、
あ
る
四
八
歳
の
主
査
は
一
万
七
九

O
O円
の
、
ま
た
、

と
な
っ
た
と
い
う
。

て、

四
六
歳
の
技
手
二
級
の
人
は
約
一
万
円
の
減
収

こ
の
、
神
戸
製
鋼
の
新
賃
金
体
系
と
同
織
に
、
賃
金
構
成
に
お
け
る
年
功
部
分
と
能
力
給
部
分
と
の
比
率
を
五
対
五
に
し
、

五
0 

歳
以
上
層
の
賃
金
上
昇
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
新
賃
金
体
系
が
他
の
鉄
鋼
大
手
四
社
で
も
八
八
年
四
月
か
ら
の
導
入
が
組
合
に
提
案

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
賃
金
体
系
に
お
い
て
能
力
主
義
を
強
化
す
る
動
き
は
鉄
鋼
だ
け
で
は
な
い
。
電
機
産
業
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

松
下
電
器
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
仕
事
別
賃
金
」
と
は
言
い
な
が
ら
初
任
給
に
毎
年
の
昇
給
額
を
加
算
し
て
い
く
昇
給
積
み
上
げ
方

式
を
採
用
し
、
実
質
的
に
は
年
功
賃
金
の
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
八
六
年
に
高
齢
者
層
の
昇
給
率
を
抑
さ
え
、
か
つ
能
力

給
要
素
を
強
め
た
三
・
三
・
四
構
成
の
賃
金
体
系
に
改
定
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
給
の
、
三
割
を
年
齢
で
き
め
る
「
基
礎
給
」

（
た
だ
し
、
三
六
J
五
五
歳
は
二
六
J
三
五
歳
よ
り
増
額
幅
が
少
な
く
、
五
六
歳
以
降
は
増
額
な
し
て
三
割
を
資
格
と
年
齢
要
素
を
組
み
合
わ
せ

た
「
仕
事
別
基
本
給
」
、

残
り
の
四
割
を
資
格
で
決
め
る
「
仕
事
別
本
人
給
」
と
い
う
構
成
、

．
つ
ま
り
本
給
の
七
割
に
能
力
給
要
素



が
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
洋
電
機
も
松
下
と
ほ
ぼ
同
様
の
新
賃
金
体
系
に
八
七
年
三
月
に
移
行
し
、

ν
ャ
l
プ
も
同
じ
方
向
で
新

制
度
を
検
討
し
て
い
る
。

日
産
自
動
車
も
、
関
西
家
篭
三
社
と
同
様
基
準
内
賃
金
を
三
・
三
・
四
構
成
の
賃
金
体
系
に
移
行
さ
せ
た
。
こ
れ
ま
で
九

O
%
を
占
め
て
い
た
「
本
人
給
」
ハ
勤
続
年
数
に
応
じ
て
積
み
上
げ
て
い
た
）
を
三
O
%
に
圧
縮
し
、
仕
事
の
複
雑
困
難
度
、

ま
た
、

査
定
、
作

業
手
当
で
決
ま
る
「
仕
事
給
」
に
最
大
の
比
重
（
四
O
%
）
を
お
い
た
ハ
残
ち
の
三
O
%
は
年
齢
や
扶
養
家
族
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
「
生
活

給」〉。こ
の
よ
う
に
賃
金
体
系
に
能
力
給
部
分
が
増
加
し
て
き
た
結
果
、
賃
上
げ
配
分
に
お
い
て
も
能
力
配
分
の
割
合
が
全
体
と
し
て
も

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

増
加
し
、
八
六
年
に
年
功
配
分
を
上
回
る
に
い
た
っ
た
。
（
財
）
労
務
行
政
研
究
所
の
「
モ
デ
ル
賃
金
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

配
分
割
合
は
八
六
年
は
能
力
が
五
一
・
八
%
、
八
七
年
は
五
四
・
O
%
と
な
り
、
八

0
年
代
の
推
移
は
、
年
功
配
分
が
後
退
し
、
能

力
配
分
が
微
増
基
調
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
傾
向
は
規
犠
の
大
き
い
と
こ
ろ
ほ
ど
そ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
賃
金
体
系
の
変
化
、
賃
よ
げ
の
配
分
割
合
の
推
移
は
形
態
的
に
は
年
功
制
が
解
体
す
る
方
向
に
変
化
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
1
〉

ハ
2
〉

（

3
）
 

『
赤
旗
』
一
九
八
七
年
一
一
月
二
六
日

『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
一
一
月
二
六
日
夕
刊

『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
五
年
七
月
二
五
日
夕
刊
、

一
九
八
七
年
四
月
四
日
朝
刊
、
『
毎
日
（
大
阪
）
』
一
九
八
七
年
三
月
二
七
日
朝
刊

4

処
遇
の
変
化

デ
ュ
ア
ル
、
イ
ノ
ベ

l
v
ョ
ン
下
で
の
年
輩
層
の

M
E技
術
革
新
へ
の
適
応
の
閥
題
、
経
済
の
低
成
長
に
よ
る
管
理
職
ポ
ス
ト
の
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拡
大
の
困
難
性
の
下
で
、
高
年
齢
層
・
高
学
歴
層
の
相
対
的
増
大
、
加
え
て
、
団
塊
の
世
代
が
管
理
職
適
齢
期
に
さ
し
か
か
る
な
か

で
、
管
理
職
ポ
ス
ト
の
不
足
と
高
年
齢
層
の
処
遇
の
問
題
が
深
刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
企
業
は
、
一
方
で
研
修
等
に
よ
っ
て
高
年

66 

齢
層
の
能
力
開
発
を
図
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
能
力
主
義
的
選
別
を
強
め
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
阜
期
退
職
優
遇
制
度
」

や
出
向
で
高
齢
者
を
排
除
し
、
ま
た
、
役
職
定
年
制
や
専
門
職
制
度
を
設
げ
て
ポ
ス
ト
不
足
に
対
応
し
よ
う
γ

と
し
て
い
る
。
本
項
で

1: 

は
、
能
力
主
義
的
選
別
の
実
際
を
昇
進
・
昇
格
と
の
関
係
で
見
て
お
こ
う
。

昇
進
・
昇
格
に
お
け
る
能
力
主
義
的
管
理
は
年
功
昇
進
・
年
功
昇
格
の
否
定
で
あ
る
。
二
、
三
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

富
主
銀
行
の
一
九
五
八
年
大
卒
採
用
組
六
O
人
の
一
九
八
六
年
現
在
（
ニ
八
年
後
）
の
状
態
は
、
取
締
役
が
三
人
、
参
与
四
人
、

参
事
〈
一
般
の
支
店
長
級
）
一
六
人
、
副
参
事
ハ
副
支
店
長
、
次
長
級
）
五
人
、
主
事
（
支
店
の
課
長
級
〉
九
人
、
副
主
事
（
支
店
の
課
長
代

退
職
者
九
人
の
構
成
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
産
自
動
車
で
は
、
今
年
一
月
一
日
付
の
定
例
異
動
で

’
理
級
〉
二
人
、
出
向
者
一
二
人
、

一
九
七
二
年
卒
の
い
わ
ゆ
る
ご
選
抜
」
四
八
人
を
課
長
に
起
用
、
同
時
に
七
三
年
大
卒
入
社
組
か
ら
四
人
を
七
二
年
入
社
組
の
幾

人
か
を
追
い
越
し
て
課
長
に
抜
擢
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
で
い
る
。

e

’

人
事
院
の
外
郭
団
体
・
日
本
人
事
行
政
研
究
所
が
八
六
年
七
月
に
行
っ
た
大
手
企
業
に
対
す
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
五
年
大

卒
採
用
組
の
現
在
の
ポ
ス
ト
は
、
昇
進
の
早
い
者
は
役
員
に
登
用
さ
れ
て
お
り
（
三
%
〉
、
部
長
級
と
部
次
長
扱
は
合
わ
せ
て
五
五

%
吃
あ
っ
た
。
他
方
、
回
答
企
業
主
一
五
九
社
〉
の
八
O
%
に
課
長
代
理
か
そ
れ
以
下
の
者
が
い
た
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
同
一
企
業
に
お
い
て
大
卒
ニ
O
年
余
で
一
方
に
役
員
や
部
長
に
昇
進
し
た
者
が
い
る
の
に
対
し
て
他
方
に
は

課
長
ま
で
も
昇
進
出
来
な
か
っ
た
者
が
い
る
こ
と
、
追
い
抜
き
昇
進
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
能
力
主
義
的
選
別
が

強
化
さ
れ
て
同
期
の
者
の
聞
に
昇
進
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
幾
つ
か
の
企
業
で
は
人
事
評
価
の

ν
ス
テ
ム
の
改
定
が
な
さ
れ
、
能
力
主
義
的
評
価
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
人
事
評
価
の
能
力
主
義
的
評
価
と
そ
れ
に
よ
る
選
別
的
昇
進
・
昇
格
が
強
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
、
年
功
制
解

体
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

〈

1
〉
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
六
年
九
月
一
五
日
朝
刊

ハ
2
）
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
八
七
年
四
月
二
六
日
朝
刊

（
3
〉
旭
嫡
子
で
は
、
一
般
織
を
対
象
に
試
験
制
度
を
導
入
、
毎
年
一
回
の
試
験
結
果
に
仕
事
上
の
実
績
を
加
味
し
た
総
合
評
価
を
お
こ
な
い
、

－

学
歴
、
勤
続
年
数
、
性
別
を
考
慮
に
い
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
能
力
第
一
主
義
と
し
た
ω

（
『
日
経
産
業
新
聞
』
一
九
八
六
・
七
・
三
一
）
。
東
邦
ガ

ス
で
は
、
八
六
年
一

O
月
か
ら
新
し
い
人
事
処
遇
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
昇
格
の
際
に
は
、
人
事
考
課
、
面
接
、
自
己
申
告
、
上
司
の
推
薦

な
ど
の
多
面
的
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
舟
生
産
性
新
聞
』
一
九
八
七
・
七
・
一
五
〉
。

二
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
に
対
す
る
経
営
の
方
針
と
労
働
者
の
意
識

以
上
の
よ
う
に
、
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
雇
用
・
処
遇
の
函
で
明
ら
か
に
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
（
な
か
ん
ず
く
、
終
身
雇
用
と
年
功

制
戸
に
な
じ
ま
な
い
、

あ
る
い
は
否
定
す
る
よ
う
な
現
象
・
制
度
が
大
企
業
に
現
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
ろ
な
現
象
が
現
れ
る
背
景
に
は
、

一
で
見
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
ν
ョ
ン
の
進
展
で
職
場
・
労
働
が
大
き
く

変
わ
り
、
年
功
H
勤
続
が
熟
練
H
技
能
・
能
力
の
向
上
を
意
味
し
な
い
よ
う
な
、
否
、
場
合
に
よ
っ
て
は
技
能
・
能
力
の
低
下
・
不

適
応
に
つ
な
が
る
よ
う
な
作
業
内
容
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
新
し
い
労
働
の
出
現
や
作
業
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
応
じ
て

新
し
い
労
働
者
が
即
戦
力
と
し
て
必
要
に
な
っ
た
り
、
要
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
事
態
が
日
常
的
に
生
じ
て
い
る
こ
と
、
加

え
て
、
企
業
の
変
身
と
ス
リ
ム
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
労
働
力
構
成
の
高
年
齢
化
、
高
学
歴
化
が
進
み
、
ポ
ス
ト
不
足
が

深
刻
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
－
な
ど
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
守
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こ
の
よ
う
な
事
態
の
進
展
を
当
事
者
で
あ
る
大
企
業
の
経
営
者
と
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
。
以

68 

下、

一
九
八
六
年
一
月
に
実
施
さ
れ
た
「
経
済
社
会
環
境
の
変
化
と
日
本
的
雇
用
慣
行
に
関
す
る
調
査
H
企
業
調
査
」
と
「
日
本
的

雇
用
慣
行
と
勤
労
意
識
に
関
す
る
調
査
H
労
働
者
調
査
」
を
主
な
資
料
に
、

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
従
業
員
規
模
五
千
人
以
上
の
企
業
に
お
げ
る
、
終
身
雇
用
と
年
功
制
に
対
す
る
企
業
の
方
針
と
労
働
者
の
意
識
を
見
て
み
よ
う
。

企
業
・
経
営
者
の
対
応

「
今
後
の
人
事
労
務
管
理
の
重
点
課
題
」
は
、
「
人
材
育
成
・
教
育
訓
練
の
強
化
」
と
「
能
力
主
義
・
業
績
主
義
の
徹
底
」
が
大
部

続
い
て
「
中
高
年
社
員
の
能
力
開
発
」
と
「
多
様
な
形
態
の
労
働
者
の
活
用
（
高
学
歴
女

1 
分
の
企
業
で
重
点
課
題
と
な
っ
て
お
り
、

ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
社
員
等
〉
」
、
「
配
置
転
換
・
職
種
転
換
の
積
極
化
」
が
の
ぼ
っ
て
い
る
ハ
表
6
Y
つ
ま
り
、
能
力
主

義
の
強
化
と
外
部
労
働
市
場
の
労
働
者
も
含
め
て
労
働
者
の
流
動
化
と
再
活
用
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

能
力
主
義
・
業
績
主
義
の
徹
底
は
年
功
制
の
解
体
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
今
後
の
従
業
員
の
採
用
方
針
」
を
み
る
と
、
「
新
規
学
卒
採
用
」
ハ
六

子
、
パ
l
ト、

採
用
と
昇
進
、

賃
金
に
つ
い
て
の
方
針
を
見
て
み
よ
う
。

一
%
）
を
重
視
を
中
核
と
し
な
が
ら
も
、

「
即
戦
力
」
と
し
て
（
「
中
途
採
用
の
増
加
」
「
ス
カ
ク
ト
に
よ
る
採
用
を
行
う
」
と
答
え
た
企
業
四

三
社
の
七
九
・
一
一
%
て
あ
る
い
は
「
経
営
の
多
角
化
」
〈
同
六
0
・
玄
%
〉
、
「
専
門
職
の
人
材
不
足
」
（
同
四
一
・
九
%
）
な
ど
を
主
な
理

自
と
し
て
「
正
社
員
の
中
途
採
用
を
増
加
」
〈
三
三
%
）
、
「
ス
カ
ク
ト
に
よ
る
採
用
」
会
二
%
）
と
い
う
、
年
功
制
に
の
ら
な
い
正
規

社
員
を
採
用
す
る
方
針
や
、
「
パ

l
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
活
用
」
ハ
四
八
%
）
、

規
社
員
以
外
の
労
働
力
を
活
用
す
る
方
針
の
企
業
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。

「
派
遣
社
員
の
受
け
入
れ
」
ハ
ニ
七
%
）
な
ど
の
正

昇
進
方
針
で
は
、
現
行
で
「
最
初
か
ら
実
力
重
視
」
の
企
業
は
一
五
%
に
す
ぎ
ず
、
少
な
く
と
も
入
社
後
五
年
程
度
ま
で
は
同
時
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今
後
の
人
事
労
務
管
理
の
重
点
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題
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の
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②
多
様
な
形
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の
労
働
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〈
高
学
歴
女
子
，
パ
ー
ト
，

ア
ル
パ
イ
ト
，
派
遣
社
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等
）
の
活
用

・

③
人
材
育
成
，
教
育
訓
練
の
強
化
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中
高
年
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の
能
力
開
発
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雇
用
問
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究
会
「
経
済
社
会
環
境
の
変
化
と
日
本
的
服
用
慣
行
（
企
業
調
査
）

J
1986年

3
月
調
査

（
労
働
省
『
日
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用
慣
行
の
変
化
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査
編
）
』

1987年
〉
所
収

116 

3
7
 

100 

表
6

模
規

5，
（
別
人
以
上

業
to-
=

 

6
2
9
 

⑤⑥⑦③ 

。、<
o
 

陥W制問Q制問伽酔崎酎

hmG件、
Amふlyヘ、』、．、
Aごhd

川 、



終身雇用の現状と将来（終身雇用慣行のある企業割合〉

企業規模5，側人以上
職 種

今まで｜将来 今 ま で 将 来

管理職 82.8% 80.6% 63.3% 43.9% 

専門職 87.1 76.2 79.0 56.1 

現業監督職 90.4 84.6 85.4 64.7 

一般聡（事務〉 94.6 83.4 88.9 干3.8

一般職（技術・研究） 93.3 83.4 90.5 71.4 

一般職〈営業〉 9L9 82.4 87.9 74.7 

一般験〈現業〉 90.8 81. 6 90.4 72.3 

表7

（注〉 「今まで」 …「いわゆる終身雇用について，今まで基本的にどういう考えをもってき
たか」①定年がなく，働けるかぎりは働いてもらってきた②原則として．定年まで

雇用してきた ③必ずしも定年まで雇用するというととではなし中高年齢者につい

て関連会社，子会社などに出向，転籍もすすめてきた＠若いうちから従業員の独立

や転職が多いζとを前提に人事労務管理を行ってきた．⑤その他

「将来」…「今後どのような原則で考えていくつもりか」①定年がなく，働けるだけ
働いてもらうつもり ②原則として定年まで雇用する ③必ずしも定年まで雇用する

というととでなし中高年齢者等について関連会社．子会社などに出向，転籍をすす ．

める ＠若いうちから従業員の独立や転訟が多いととを前提lζ人事労湾管理を行う

‘⑤ぞの他
乙のうち①と②を終身雇用と考え①＋②の割合を表示した。

前掲『日本的雇用慣行の変化と展望（調査結）』のm-zs～40表より作成

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

百
U

ま
た
、
賃
金
体
系
に
お
い
て
も
、
能
力
重
視
を
し

て
き
て
い
る
と
す
る
企
業
が
四
割
に
達
し
、

い
ま
ま

で
年
功
を
重
視
し
て
き
た
企
業
〈
五
三
%
）
の
す
べ
て

が
今
後
は
能
力
重
視
の
方
向
に
い
き
た
い
と
し
て
い

賃
金
制
度
に
し
て
も
、

る。

「
昇
進
・
昇
格
を
能
力

す ・主
る義
企的
業に
大運
半周
で」

あ（「
る互能
。力

給
的
要
素
を
増
や

す
」ー

と

終
身
雇
用
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
は
、
管
理
職
は

「
出
向
・
転
籍
を
す
す
め
て
き
た
」
企
業
の
割
合
が

高
い
が
さ
一
六
・
七
%
）
、

そ
の
他
の
職
種
に
つ
い
て

は
八
O
J
九
O
%
の
企
業
が
定
年
ま
で
雇
用
し
て
い

く
考
え
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
は
、
各
職
種

と
も
「
出
向
・
転
籍
を
す
す
め
る
」
あ
る
い
は
「
独

立
や
転
職
が
多
い
こ
と
を
前
提
に
人
事
労
務
管
理
を

行
う
」
こ
と
を
原
則
と
す
る
企
業
の
割
合
が
増
加

し
、
終
身
雇
用
慣
行
を
解
体
さ
せ
る
方
向
が
予
想
さ

れ
て
い
る
ハ
表

7
1
、



以
上
の
よ
う
な
調
査
結
果
は
経
営
側
の
方
針
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

大
企
業
の
多
く
は
こ
れ
ま
で
も
賃
金
や
昇
進
・
昇
格
で
能
力
主
義
的
処
遇
を
し
て
き
た
と
考
え
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す
そ
の
傾
向

を
強
め
る
方
向
で
い
く
、
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
終
身
雇
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
管
哩
職
に
は
出
向
一・
転
籍
が
比
較
的
多

か
っ
た
が
、
他
の
職
種
・
地
位
の
労
働
者
は
大
半
が
定
年
ま
で
雇
用
す
る
方
針
で
あ
っ
・た
が
、
今
後
は
管
理
職
以
外
の
労
働
者
に
も

出
向
や
転
籍
を
す
す
め
、
ま
た
独
立
や
転
職
を
前
提
と
し
た
人
事
労
務
管
理
を
行
お
う
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
年
功
制
的
処
遇

お
よ
び
終
身
雇
用
は
す
で
に
あ
る
程
度
解
体
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
解
体
が
進
む
こ
と
が
予
怨
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
経
営
側
の
「
方
針
」
は
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
年
功
制
や
終
身
雇
用
を
解
体
し
能
力
主
義
的
管

デ品アJν ・イノベーショシ下の労務管理の変容

理
を
強
化
す
る
方
向
に
あ
る
。

ハ1
〉
こ
の
調
査
は
、
労
働
省
が
「
経
済
社
会
環
境
の
変
化
と
日
本
的
雇
用
慣
行
」
研
究
会
ハ
主
査
稲
上
殺
法
政
大
学
教
授
）
を
設
け
（
一
九
八

五
年
八
月
〉
、
曲
雇
用
問
題
研
究
会
に
委
託
し
、
一
九
八
六
年
一
月
に
実
施
し
た
（
企
業
調
査
は
一
九
八
五
年
一
二
月
時
点
の
状
況
）
も
の
。

企
業
調
査
は
、
全
国
の
従
業
員
数
一

0
0・A
以
上
の
企
業
三
万
四
千
弱
か
ら
一
五
一
四
企
業
を
規
模
別
に
労
働
者
数
比
例
で
抽
出
ハ
五
千
人
以

上
は
全
数
）
し
、
回
収
出
来
た
六
ニ
九
企
業
（
回
収
率
四
一
・
五
%
）
に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
。
労
働
者
調
査
は
、
全
国
の
従
業
員
数
一

O

O
人
以
上
の
事
業
所
か
ら
規
模
別
に
五
ニ
一
事
業
所
を
抽
出
、
そ
こ
か
ら
二
O
人
の
労
働
者
を
抽
出
〈
合
計
一
万
四
ニ
O
人
）
し
回
収
出
来
た

四
一
四
二
人
〈
回
収
率
三
九
・
八
%
）
に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
。
集
計
結
果
と
分
析
が
労
働
省
政
策
調
査
部
編
『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
変
化

と
展
望
（
調
査
編
、
研
究
・
報
告
編
）
』
ハ
大
蔵
省
印
刷
局
一
九
八
七
年
）
と
じ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（2
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
変
化
と
展
望
（
調
査
編
〉
』

E
｜
五
三
、
五
四
、
六
五
、
六
六
表
拳
照
。

2-

労
働
者
の
意
識

経
営
者
が
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
解
体
さ
せ
る
と
い
う
「
方
針
」
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
労
働
者
は
い
か
な
る
意
識
で

71. 



い
る
の
で
あ
る
う
か
。

72. 

前
記
の
労
働
者
調
査
か
ら
従
業
的
規
模
千
人
以
上
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
労
働
者
〈
一
五
三
六
人
〉
の
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
に
か

か
わ
る
と
恩
わ
れ
る
項
目
に
対
す
る
回
答
を
見
て
み
よ
う
。

昇
進
・
昇
格
に
つ
い
て
は
、
同
期
入
社
と
は
い
え
実
力
に
よ
っ
て
昇
進
・
昇
格
に
差
が
つ
く
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
者
の
方

が
多
い
。
そ
し
て
、
管
理
職
志
向
も
強
く
、
勤
務
地
が
自
分
の
希
望
ど
お
り
に
な
る
よ
り
も
昇
進
・
昇
格
に
こ
だ
わ
る
者
の
方
が
多

い
。
し
か
し
、
昇
進
な
ど
で
同
期
入
社
者
に
は
遅
れ
を
取
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
者
も
多
く
、
同
期
入
社
者
と
の
賃
金
格
差
も

気
に
な
る
者
が
多
い
。

終
身
雇
用
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

若
い
年
齢
層
で
は
、

「
条
件
が
よ
け
れ
ば
」
あ
る
い
は
「
将
来
的
に
は
」
転
職
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
も
の
が
比
較
的
多
く
お
り
（
男
子
四
O
歳
未
満
四
六
・
四
%
て
ま
た
、

「
退
職
金
等
で
優
遇
さ
れ
る
」
な
ら
ば
定
年

前
に
退
職
し
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
者
も
比
較
的
多
い
（
同
六
五
・
九
%
）
。
他
方
、
男
子
四

O
歳
以
上
層
で
は
「
転
職
す
る
気
は

な
い
」
者
が
六
割
以
上
司を
占
め
て
い
た
し
ハ
同
六
一
・
三
%
）
、
退
職
金
の
優
遇
が
あ
っ
て
も
退
職
し
た
く
な
い
と
患
っ
て
い
る
者
が

半
数
を
越
し
て
い
る
ハ
同
五
ニ
・
＝
認
可
し
か
し
、
「
定
年
ま
で
勤
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
者
は
四

O
歳
未
満
で
四
一
・

三
%
、
四

O
歳
以
上
で
は
五
回
・
八
%
と
比
較
的
低
い
割
合
で
あ
る
。

労
働
者
調
査
に
見
ら
れ
た
以
上
の
よ
う
な
結
果
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

考
え
か
た
と
し
て
は
能
力
主
義
的
処
遇
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
強
い
昇
進
・
昇
格
願
望
を
も
っ
て
昇
進
・
昇
格
競
争
を
し
な
が

ら、

・他
方
で
は
〈
同
期
横
並
び
意
識
〉
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
定
年
ま
で
雇
用
さ
れ
る
可
能
性
が
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
現
実

が
、
以
前
に
比
べ
定
着
志
向
を
弱
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
高
年
齢
者
に
は
や
は
り
定
着
志
向
は
強
く
、
終
身
雇
用
へ
の
願
望

は
強
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



〈

1
〉
前
掲
『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
変
化
と
展
望
（
調
査
編
）
』

E
l
一一一

t
一
一
七
表
お
よ
び
V
｜
五
六

t
六
一
表
参
照

（2）

合同
右
E
ー
一
一
八

t
一ニ
O
表
お
よ
び

V
1六一一
t
六
四
表
怠
胤

一一一
大
企
業
の
雇
用
の
現
状
｜
｜
統
計
に
よ
る
分
析
｜
｜

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
八

0
年
代
に
入
っ
て
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
崩
壊
を
示
す
よ
う
な
具
体
的
な
事
実
と
と
も
に
経
営

側
の
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
「
方
針
」
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
態
と
し
て
「
日
本
的
雇
用
慣

行
」
は
崩
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
本
節
で
八

0
年
代
の
大
企
業
に
お
け
る
雇
用
の
現
状
を
統
計
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
、
採
用
と
配
置
転
換
の
在
り
方
に
見
ら
れ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
仕
方
、
学
歴
・
年
齢
・
勤
続
と
賃
金
・

少
な
い
中
途
採
用
と
長
勤
続
者
の
存
在
（
終
身
雇
用
〉
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

地
位
の
相
関
（
年
功
制
）
、

以
下
に
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
「
雇
用
管
理
調
査
」
や
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
な
ど
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

一
採
用
形
態
と
配
置
転
換
｜
｜
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
特
質
｜
｜

日
本
の
企
業
の
採
用
慣
行
は
新
規
学
卒
中
心
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
事
務
職
、
高
学
歴
者
に
よ
り
強
く
現
れ
て
い
る
。
新
規
学
卒

採
用
割
合
を
示
す
直
接
的
な
デ
ー
タ
で
は
な
い
が
、
標
準
労
働
者
割
合
で
み
る
な
ら
ば
、
大
卒
の
製
造
業
の
管
理
・
事
務
・
技
術
労

働
者
で
は
年
齢
計
で
五
割
を
越
し
て
お
り
、
二
四
歳
以
下
の
若
年
層
で
は
九
割
に
近
い
。
金
融
・
保
険
業
で
は
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に

顕
著
で
あ
る
（
表
8
）。

ま
た
、
採
用
の
形
態
は
「
企
業
に
人
を
採
用
す
る
」
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
と
く
に
事
務
職
の
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。

「
職
務
に
人
を
採
用
す
る
」
と
い
う
職
種
別
採
用
は
、

そ
の
多
く
は
、
企
業
の
内
部
で
養

73 

専
門
職
・
技
術
職
を
中
心
と
し
て
お
り
、



1,000人以上

33.9 

21. 9 

86.5 

63.8 

90.0 

65.1 

88.7 

的.6

89.7 

69.4 

91. 3 

74.4 

若年層における様準労働者割合（198忘年〉

｜ ｜規模計｜

［ 中卒 ～19歳｜ ［ 20～24歳 ｜ ｜

高卒 ～19店長 ｜ ｜ 

20～24歳｜｜

l酔～1引：：；｜却～24歳 ！

大卒 n～24査員 88.6 

25～却歳

高卒 ～19歳｜ ｜ 

20～24歳｜臼.1 I 
22-24歳｜ ｜

5～29歳｜｜

表8

生産労働者

製造業

管理・事務・技術職種

製造業

金融・保険業
大卒

成
出
来
な
い
あ
る
・い
は
養
成
が
間
に
合
わ
な
い
職
種
に
つ
い
て
の
中

'14 

途
採
用
の
場
合
で
あ
る
。

一
ー
2
で
見
た
「
キ
ャ
リ
ア
中
途
採
用
」

もな
」了ど
会は
」比一 、．
業」

のの
担意
宏味
日で
中 の
高 中
年

途の
採

中
用途
と採由

用 －詰
の~

苦手l ~- メk 二、
日品

は三
き』

あ
わ ろ
め

う
て
低
く し． 
、カミ

し
か
も
そ
の
割
合
は
一

O
年
前
に
比
べ
て
低
下
し
て
い
る
〈
表
9
1

採
用
が
新
規
学
卒
を
中
心
に
「
企
業
採
用
」
の
形
を
取
る
こ
と
は

必
然
的
に
労
働
者
の
能
力
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
企
業
内
で
行
う
事
と

な
る
。
そ
の
手
法
は
、

o
J
T
と
配
置
転
換
お
よ
び
出
向
で
あ
る
。

八
七
年
の
労
働
省
「
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
れ
ば
従
業
員
数
五
千
人

以
上
の
企
業
の
総
て
が
配
置
転
換
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
も
、

年
聞
に
平
均
一
三
・
五
%
の
労
働
者
が
配
置
転
換
さ
れ
て
お
り
、
二

。
%
以
上
の
労
働
者
を
配
置
転
換
し
た
企
業
が
二
割
も
存
在
す
る
。

そ
し
て
八
六
年
の
同
調
査
に
よ
っ
て
、
若
年
労
働
者
院
関
し
て
見
る

「賃金調理造基本調査」

「な
ら
ば
、
大
企
業
は
現
業
・
事
務
・
技
術
職
を
問
わ
ず
、
ま
た
学
歴

に
か
か
わ
ら
ず
「
あ
る
程
度
決
ま
っ
た
」
配
置
転
換
の
方
針
を
持
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
配
置
転
換
が
労
働
者
の
処
遇
の
た
め
の
方
針
と

し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
針
は
学
歴
、
職
種
に
よ

【出所〕

ブ
て
異
な
っ
て
い
る
。
高
卒
の
場
合
は
、

「
最
初
に
担
当
し
た
業
務
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6
 

’8
6
 

産
業

計
9.5 

7.8 
7.1 

6.4 
6
.0

 
20.8 

う
ち

大
卒

8.1 
9
.6

 
3.6 

3.6 
3
;g

 
2.1 

3.1 
1. 

~ 
4
.0

 
2.0 

18.3 
11.3 

製
造

業
計

7.5 
5.6 

6.6 
2.3 

5.9 
1. 
2
 

5.0 
1:

 
2
 

3.1 
1. 
9
 

9
.5

 
4.8 

生
産

労
働

者
10. 8

 
4.8 

10.8 
3.2 

9.5 
1. 
5
 

7.6 
2.0 

4.2 
2.3 

9
.6

 
5.2 

W
h
.
 C

 
3.9 

6.6 
2
.1

 
1. 
5
 

2.0 
o
:s

 
2.0 

0
.5

 
2.1 

1. 
4
 

9.4 
4.3 

う
ち

大
卒

5.7 
10.4 

1. 
5
 

2.5 
1. 
6
 

1. 
4
 

2.8 
0.5 

2.5 
1. 
6
 

19.3 
4.9 

金
融

・
保

険
業

7.4 
6.4 

7.3 
_5. 
7
 

7.2 
4.4 

7.0 
4
.8

 
11. 9

 
7.3 

34
.2

 
23
.5

 

う
ち

大
卒

4.8 
5.2 

2
.5

 
3.2 

5.4 
2
.
5
 

2
.0

 
2.3 

5.1 
2.4 

28.7 
17.3 

〈
単
位

男
子

労
働

者
動

続
年

数
5
年

未
満

の
者

の
割

合
の

変
化

（
企

業
規

模
1,000人

以
上
）

表
？

MW刷mQ関蜘酔植樹hmQL’入問、柿lyヘ、」、．ミhh

司 、
‘
司

令
、

『
金
構
造
基
本
調
査
J
(1976, 

l錦
6年

）
よ
り
作
成

C原
資
料
賃
〕
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表
10

若
年
労
働
者
の
配
置
転
換
方
針
（

1986年）
（%：〕

あ
る

程
度

決
っ

た
方

針
が

あ
る

該
当
者
の
い
る

最初業にる務担だ
当を

最分関転し初連野た換集にのでを担行配当。い置うr
 幅広わ

い
分
野

決
っ
た
方
針

学
歴
・
職
種
・
規
模

A人,:. 
業

計
に

た
っ

て
そ

の
他

は
な

い
継でし続たさ

さ
せ
げる

配行置う
転
換
を

商警護事
調

査
産

業
計

(60.3) 
100.0 

65.6 
30.2 

21. 8
 

12
.9

 
0.7 

34.4 

5,000人
以
上

(84.1) 
100.0 

88.3 
27.8 

37.9 
18
.5

 
4.0 

11.7 

30～
99人

（
臼
.
9) 

100.0 
61. 6

 
32
.1

 
19.6 

9.5 
0.4 

38.4 

高議
現

調
査

産
業

計
(72.0) 

100.0 
70.2 

23.8 
25.0 

20
.4

 
0.9 

29.8 

5,000人
以
上

(75. 9) 
100.。

87.9 
36
.6

 
39.3 

9.4
 

2.7 
12.1 

30～
99人

(69
.3) 

100
.0

 
68.4 

24.5 
23.6 

19.6 
0
.8

 
31.6 

(45.0) 
100

.0
 

61.8 
14
.3

 
17.7 

28.6 
1. 
2
 

38
.2

 

日
間

人
以

上
(97.6) 

100.0 
91.3 

1. 
4
 

18.1 
67
.4

 
4.5 

8.7 

30～
99人

(36
.0) 

100.0 
51. 4

 
16.8 

14.4 
19.3 

1. 
0
 

48.6 

大報
技

調
査

産
業

計
(44

.5) 
100.0 

66.1 
16.1 

25.5 
23.0 

1. 
5
 

33.9 

5,000人
以
上

(82.4) 
100

.0
 

90.5 
ι
8.2 

57.6 
21.0 

3.7 
9.5 

30～
99
人

(37.6) 
100.0 

58.3 
17.5 

却
.7

18.7 
1. 
4
 

41. 7
 

〔
出
所
〕

「
雇
用
管
理
調
査
」

19
民

年



が
存
在
す
る
。

2 

昇
進
・
昇
格

労
働
省
の
「
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
っ
て
、

価」
．
は
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
基
準
と
し
て
入
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
七

0
年
代
か
ら
変
わ
り
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
大
き
く
変
化
し

昇
進
基
準
（
決
定
要
素
）
を
み
る
と
、

当
然
と
は
い
え
「
能
力
評
価
」
と
「
業
績
評

て
き
た
の
は
、
在
籍
年
限
、
学
歴
の
も
つ
比
重
で
あ
ろ
う
。

在
籍
年
数
は
、
七
六
年
調
査
で
は
、
八

0
・
九
%
の
企
業
〈
五
平
人
以
上
）
が
年
齢
・
勤
続
年
数
を
昇
進
・
昇
格
の
一
つ
の
決
定
要

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

業
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
在
籍
年
限
を
課
長
相
当
へ
の
昇
進
基
準
と
す
る
企
業
は
八
六
年
に
は
六
九
・
三
拓
に
、
さ
ら
に
八

七
年
に
は
五
四
・
五
%
に
、
ま
た
学
歴
は
、
七
六
年
調
査
で
は
三
五
・
図
形
で
あ
っ
た
も
の
が
、
八
一
年
に
は
一
五
・
六
%
、
八
七

年
に
は
一
三
・
一
%
へ
と
減
少
し
て
き
た
〈
表

u
y

昇
格
の
選
考
基
準
は
や
や
異
な
り
、
在
籍
年
数
を
基
準
に
入
れ
る
企
業
は
比
較
的
多
い
。

一
般
職
層
（
事
務
職
〉
内
で
の
昇
格
で
は

八
割
の
、
末
端
職
制
内
で
は
七
割
の
、
管
理
職
層
内
で
も
六
割
強
の
企
業
が
昇
格
の
た
め
の
選
考
基
準
に
在
籍
年
数
を
入
れ
て
い

る
（
表
ロ
）
。

こ
の
よ
う
に
昇
進
・
昇
格
基
準
を
み
る
限
り
、
学
歴
、
年
功
の
も
つ
比
重
は
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
昇
進
・
昇
格

は
学
歴
や
勤
続
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

八
七
年
の
「
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
係
長
相
当
職
へ
の
昇
進
は
三
O

J
三
九
歳
層
に
、
課
長
相
当
職
へ
の
昇
進
は
三
五
J

四
四
歳
層
に
、
部
長
相
当
職
へ
の
昇
進
は
四
五
J
五
四
歳
層
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
昇
進
に
お
い
て
こ
の
集
中
年
齢
層
よ

り
若
い
年
齢
で
昇
進
し
て
い
る
者
は
僅
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
格
昇
格
、
専
門
職
へ
の
任
用
に
お
い
て
も
同
様
で
一
定
の
年
齢
層
に

77 
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表
11

職
層

別
．昇

進
基
司
自
（

1987年）
M・

・A
 (
%
)
 

、
昇めー「進慣あ基行り準のJの

「定び
能

力
評

価
在

籍
業

績
昇

進
区

分
あ
及る
J

・
試

験
試

験
し

研
修

学
歴

人
柄

そ
の
他

企
’

業
計

あ
り

な
年

限
評

．
価

係昇長進
相
当
へ
・の

規
模

計
100

.0
 

82
.1

 
9.7

 
72
.4

 
59
.1・

79
.4

 
8.0 

14
.1

 
55.0 

13.8 

事
:
 5,.000

人
以

上
100

.0
 

79.7 
22.8 

56.9 
50.3 

69.3 
15.2 

12
.4

 
44.1 

20
.7

 

務
1,000～

4,
.999人

100.0
 

86.1 
22
.4 

63
.7

 
67
.3

 
78
.4

 
13.9 

15
.2

 
47
.9

 
25.6 

課昇
長
相
当
へ
の

進
技

規
模

計
100.0 

85.9 
9.3 

76
.6

 
58
.0

 
87.3 

9
.6

 
14.9 

62.2 
16
.1

 
5,000

.人
以

上
．

．
 

術
100

.0
 

95.2 
17.6 

77.6 
54.5 

86.2 
21. 4

 
13
.1

 
57.9 

30
.3

 

部
1,.c削

～
4,999人

100.0 
93
.5

 
22.1 

71.4 
65.6 

89
.4

 
14.8 

14.6 
54
.8

 
29
.3

 

部
長
相
当
へ
の

門
－昇

進

．
規

模
計

100
.0

 
81. 5

 
5.3 

.
 76
.2

 
53
.9

 
.

 82
.4

 
8
.4

 
16
.8

 
61. 7

 
16.3 

5,000
人

以
上

100
.0

 
92
.8

 
5
.5

 
87
.2

 
50.3 

85.2 
12.8 

11. 0
 

57.9 
30.3 

I，α)0～
4,999人

100
.0

 
92:2

 
9
.1

 
83
.1

 
56
.5

 
関
.0

8
.1

 
14.0 

55.2 
29.9 

【
出
所
〕

労
働
省
「
雇
用
管
盤
調
査
J
(1987

年〉

題集モト
J
’

,¥J
~"'-6.C.

.
＠
拠
ニ
壮
語
V
味線...）

\J
ニ
，
o
榊
~
~
ベ
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足
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ニ
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側
出
）
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「
制
司
両
軍
事
網
棚
＊
聴
桝
J
.ll

ム
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(' 
¥J
’
ま
ぎ
帯
構
晒
実
話

I
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2:送
斗
Q
剣
鰍
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ト
幽
・
母
重
量
冨
Q
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Q
細
沼
梼
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l非
膏
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＆
~
~
隠
包
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心
t-1-IQ >Q。

恒
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Q
絹
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ヨ
時
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以
ま
i
'( 

\J’
醤
~
縫
’
峰
蝋
醤

t-1~-IQ制
心
者
Ill~

。。も
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ぉ
二
~
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離

UJ説
経
足
袋
二
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｜
余
色

l
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＞
議
以
醤
辺
ぉ
ニ
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l

 
zミ

iム
ヤ
~IQ
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..a>＇

剣
珪
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部
議
劇
v
~

＜＇

V
ニ
，Q
~
＠
：
~
~
~
！
長
’
＋
＜
時
Q~<ta

’
匝
O
～
固

gi骨
世
哩
Q
匝
布
役
離
~!l
’
国
同
～
団
長
経
哩
Q
I

 
l布

’
同
O

～
同

国
経

限
Q

回
廊
眠
~
話

UJ民主latj;剣
’
内

J...)\-1同
O
～
同
m

罰語
随

t-1'.1!t\-'G~く
拓
及
活
層
重
~
}
l
~

(' 
¥-1ニ

I
Q
G

 !.t:l完Jν
’

jllf[
惜

栴
:1!
縦国民主

H
ぎ

M
.・

A
(
%
)

昇
格
の
選
考
基
準

能
力

評
価

在
籍

業
績

昇
絡

区
・
分

を
定
め
て
い
る
企

試
験
｜
試
ぞ

学
歴

人
柄

そ
の
他

業
計

あ
り

な
年

数
評

価
研

修

管以理上職）
庖＜
.課内長の相昇格当

規
模

計
100.。

見
7

16
.6

 
74

.1 
58.7 

90.ci 
11.8 

17
.6

 
56.2 

19
.3

 

5,000
人

以
上

100
.0

 
95.7 

19
.9

 
75

.8
 

62.8 
82.7 

13
.0

 
13
.0

 
43

.7
 

21. 3
 

I
，
（
削
～
4,999人

100
.0

 
93.5 

26
.4

 
67.1 

67.7 
87.9 

13.0 
15
.4

 
40.6 

26
.4

 

管
役
理
付
職
内よ

り
下
位
の

愚
の

昇
絡

．

規
模

計
100.0 

9
0.8

 
23
.9

 
66.9 

67.7 
84
.5

 
12
.4

 
17
.8

 
49
.9

 
17.2 

5
,000

人
以

上
100

.0
 

95
.9

 
32
.6

 
63
.3
・

 
マ
1.
2

 
81.3 

18
.7

 
16
.5

 
40.1 

17.2 

1,000
～
4,999人

100.0
‘

 
92.7 

34.9 
57.8 

75
.8

 
84
.5

 
13.8

'
 
17.0 

38
.1

 
24.2 

if!!i!i
；
の
昇
格

司規
模

計
100

.0
 

’88
.5

 
17
.6

 
70.9 

75.2 
75
.8

 
7
.7

 
21. 8

 
40.6 

16.6 

5,000
人

以
上

100.0 
94.2 

27.0 
67.3 

80
.9

 
76
.6

 
13.3 

16
.5

 
33.1 

16
.5

 

1,000
～
4,999人

100
.0

 
91. 4

 
.28.2

.
 
63.2 

86
.4

 
76

.2
 

11. 6
 

21. 0
 

29
.4

 
22.5 

職
層
別
昇
絡
の
た
め
の
選
考
基
準
（

1987年）
表

1
2

仙W削瑚Q割御崎附hmQh「、Amふlyh、T・ミAh

司 、
0

,
 

、、
〔
出
所
〕

労
働
省
「
雇
用

管
理

調
査
J
(1987年

）
よ
り
作
成



表
13

男
子
・
学
歴
・
年
齢
別
役
職
者
輩
出
率
・
平
均
年
令
・
平
均
勤
続

〈
産
業
計
・
企
業
規
模

1,000
人
以
上
〉

（
〉
内
実
数
（
人
〉

単
位

：
%

~
 

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45.....,49歳
｜
小
判
…
歳

(
 81770) 

C
 840) 

(3110) 
(16040) 

('l:7胞の
(25960) 

(
 4240) 

部
長

計
’76年

1. 
89 

0.11 
0.48 

3
.11 

6.60 
8.89 

4.46 
48.6 

23
.1

 
(

 90600) 
(

 430) 
(2130) 

(10300) 
(37000) 

(28860) 
(10510) 

’81
年

2.06 
0.05 

0.30 
1. 
64 

7.53 
才
.41

7.19 
49.5 

24.6 
(109410) 

(
 'l:70) 

(21
卯）

(
 9200) 

(38830) 
(44910) 

(12120) 
’
86年

2
.29 

0.04 
0
.25 

1. 
30 

6
.48 

10.15 
5.32 

50
.3

 
25
.9

 

(
 14930) 

高
卒
’
7611

0.77 
0.10 

0.33 
1. 
66 

3.48 
5
.88 

8.35 
48.5 

24.3 
(

 15370) 
’8111 

0.76 
0.04 

0
.15 

0
.88 

2
.86 

4
.39 

5.73 
49

.4
 

26.7 

’8611 
(

 18520) 
0. 
79 

0
.01 

0.11 
0.43 

2
.04 

4
.60 

3.18 
50.9 

28.7 

大
卒
’
7611

(
 5'1:740) 
5.58 

0.25 
1.31 

11. 25 
32
.91 

49.80 
37
.08 

47.9 
21. 9

 
(

 64630) 
’8111 

5.46 
0.09 

0.70 
4.48 

'l:7.80 
38
.65 

33.68 
48

.9
 

23
.5 

(
 8印

60)
’3611 

5
.97 

0
.09 

0.57 
4.36 

20.67 
38.15 

28.65 
49.9 

25
.2

 

(2077却）
(9470) 

(57480) 
(70760) 

(39740) 
(22520) 

(
 5180) 

課
長

計
’7611 

4.83 
1.15 

7.88 
11. 66 

7.69 
6
.

 
17 

3.51 
43.1 

19.7 
(260060) 

(62伺）
(52960) 

(98370) 
(61530) 

(3侃
∞
）

(
 8450) 

’8111 
5.92 

0.73 
7.49 

15. 71 
12.52 

8
.39 

5
.

 
7
8
 

44.1 
21.1 

(326920) 
(5500) 

(45730) 
(111730) 

(95800) 
(49970) 

(16930) 
’86,, 

6.85 
0.77 

5
.20 

15.78 
16.00 

11. 29 
7
.4
3

 
45.5 

22.9 

(
 66670) 

高
卒
’
76

~
I 

3.45 
1. 
08 

5.35 
10.48 

12.39 
14.93 

10.66 
44.2 

22.5 
(

 91120) 
’8111 

4.53 
0.48 

6.37 
8.92 

13.01 
14.82 

9.56 
44

.8
 

23.8 



(121870) 
o.2s・

 
’86,, 

5
.21 

2.35 
10
.54 

14
.13 

14.79 
11. 77 

46.9 
26.2 

(116940) 
大
卒
’

76."
12.37 

2.92 
25
.18 

43.97 
27
.46 

13.14 
11. 08 

41. 3
 

17
.0

 
(1日

570)
’8111 

12.73 
1. 
36 

16
.69 

44.86 
31. 26 

16
.28 

8
.73 

43
.0

 
18
.9

 

’8611 
(

 
t~i}) 

1. 
72 

11.71 
40.28 

34
.53 

20.32 
15.02 

44.2 
20.2 

(256330) 
(67960) 

(816
印）

(42700) 
(29130) 

'(17400) 
(

 3510) 
係

長
計

’7611 
5.96 

9
.27 

14.15 
8
.2
9

 
6.90 

5.96 
3.69 

39
.0

 
17.1 

(296260) 
(66450) 

(948如〉
(64000) 

(35770) 
(21920) 

(
 6920) 

’8111 
6
.74 

7
.76 

13
.42 

10.22 
7.28 

6
.01 

4.73 
40
.2

 
18.4 

(368930) 
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っ
て
い
る
者
は
四

O
鼠
以
降
の
各
年
齢
層
で
一
五
係
以
下
、
部
長
に
な
ゥ
て
い
る
者
は
五

O
歳
以
上
で
三
J
固
形
の
割
合
、
五
O
I

82 

・～a．、、二

五
四
歳
層
で
も
部
課
長
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
者
は
二
割
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
学
歴
に
よ
る
昇
進
割
合
の
違
い
と
同
時
に
、
昇
進
年
齢
に
一
定
の
序
列
が
見
ら
れ
る
。
大
卒
で
の
各
役
職
の
輩
出
率
は
、

係
長
は
三
O
J
一
ニ
四
歳
で
一
割
を
、
課
長
は
三
五
J
三
九
歳
で
一
割
を
、
部
長
は
四
五
J
四
九
歳
で
二
割
を
越
え
る
。
高
卒
で
は
、

係
長
の
輩
出
率
が
三
五
J
三
九
歳
で
一
割
を
、
課
長
は
四
O
J
四
四
歳
で
一
割
を
越
え
る
。
各
役
職
と
も
こ
れ
ら
の
年
齢
層
よ
り
若

い
年
齢
層
で
は
昇
進
し
て
い
る
者
は
殆
ど
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
象
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
コ

l
ホ
l
ト
分
析
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
・

一
九
七
六
年
当
時
高
卒
三
O
J
三
四
歳
の
労
働
者
は
係
長
八
・
O
%
、
課
長
一
・
一
%
で
九
割
強
は
一
般
従
業
員
で
あ
っ
た
。
五

一
O
年
後
の
八
六
年
、
四
O
J
四
四
歳
に
な
っ

年
後
の
八
一
年
に
係
長
が
．
一

た
と
き
、
係
長
は
一
九
．
三
%
、
諜
長
は
一
（
）
．
九
%
で
あ
つ
た
。
一
方
、
七
六
年
当
時
三
O
J
一
ニ
四
歳
の
大
卒
の
場
合
は
、
こ
の

段
階
で
係
長
に
二
0
・
0
%
、
課
長
に
二
・
九
%
な
っ
て
い
た
が
、
八
一
年
時
点
で
は
係
長
二
四
・
一
%
、
課
長
二
ハ
・
三
%
、
部

長
0
・
七
%
と
な
り
、
八
六
年
、
四
O
J
四
四
歳
に
な
っ
た
時
に
は
係
長
一
0
・
五
%
、
課
長
三
七
・
五
%
、
部
長
一
七
・
六
%
と

い
う
ス
テ
イ
タ
ス
の
配
分
に
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
見
ら
れ
た
の
は
、
高
卒
よ
り
も
大
卒
が
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
昇
進
す
る
こ
と
、
昇
進
者
の
割
合
も
大
卒
者
の
方
が
高
い
こ

と
、
そ
し
て
、
年
齢
と
昇
進
す
る
地
位
と
が
一
応
の
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
勤
続
期
聞
が
ク
ロ
ス
さ

れ
て
い
な
い
の
で
厳
密
に
は
言
え
な
い
が
、
昇
進
に
関
す
る
限
り
そ
の
ス
ピ
ー
ド
と
時
期
が
学
歴
と
年
齢
に
よ
っ
て
一
定
の
序
列
を

形
成
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
学
歴
別
年
功
制
が
八
七
年
段
階
で
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
同
学
歴
・
同
年
齢
で
も
昇
進
の
ス
ピ
ー
ド
が
異
な
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
学
歴
別
年
功
制
を



否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
年
功
制
に
は
能
力
評
価
ハ
査
定
）
が
内
在
し
て
い
た
し
、
そ
れ

一は
高
学
歴
、
高
地
位
に
な
る
ほ
ど
き
び
し
か
っ
た
。

3 

賃

金

図
2
は
一
九
八
六
年
の
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
か
ら
作
成
し
た
産
業
別
・
学
歴
別
・
年
齢
別
の
勤
続
期
間
別
賃
金
の
グ
ラ
フ
で

つ
ま
り
勤
続
期
聞
が
長
い
ほ
ど
高
い
賃
金
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
や
や

あ
る
。
少
数
事
例
を
除
い
て
全
体
が
右
上
が
り
、

詳
し
く
み
る
な
ら
ば
、
学
歴
水
準
の
高
い
ほ
ど
賃
金
水
準
も
高
く
、

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

か
つ
急
激
な
右
上
が
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
学
歴
な

ら
ば
勤
続
期
間
の
長
い
者
ほ
ど
賃
金
は
高
い
。
つ
ま
り
学
歴
別
年
功
賃
金
の
姿
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
少
数
事
例
で

は
あ
る
が
三
五
J
三
九
歳
層
の
勤
続
一

J
二
年
の
者
と
、
製
造
業
の
大
卒
四
五
J
四
九
歳
層
、
五
五
J
五
九
歳
層
の
勤
続
期
間
の
短

い
層
に
や
や
突
出
し
た
傾
向
が
で
て
い
る
。
前
者
は
一

1
2
で
み
た
中
途
キ
ャ
リ
ア
採
用
者
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
。
後
者
は
い

わ
ゆ
る
大
卒
キ
ャ
リ
ア
の
天
下
り
組
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
少
数
事
例
で
あ
る
が
、
年
功
賃
金
の
潰
乱
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
標
準
労
働
者
の
賃
金
カ

i
プ
に
は
「
純
粋
な
」
学
歴
別
年
功
賃
金
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
図
3
は
製
造
業
の
標
準

労
働
者
の
年
齢
別
平
均
賃
金
ハ
所
定
内
〉
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
～よ
れ
ば
、
生
産
労
働
者
は
ほ
ぼ
五

O
歳
で
賃
金
上

昇
は
・ス
ト
ッ
プ
し
、
以
降
横
這
い
と
な
る
。
た
だ
し
、
高
卒
者
は
五
四
歳
以
降
減
少
し
て
い
る
。
高
卒
事
務
労
働
者
は
高
卒
生
産
労

働
者
よ
り
も
賃
金
水
準
は
高
く
、
三

O
歳
代
後
半
か
ら
そ
の
差
が
拡
大
し
て
く
る
。
高
卒
事
務
労
働
者
も
五

O
歳
代
半
ば
か
ら
賃
金

は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
大
卒
者
の
賃
金
は
五
五
歳
ま
で
、
と
く
に
課
長
職
に
付
く
年
齢
で
あ
る
三

O
歳
代
半
ば
か
ら
、
急
激
な

上
昇
を
続
け
る
。
し
か
し
、
多
く
の
企
業
で
役
職
定
年
制
が
適
用
さ
れ
る
年
齢
で
あ
る
五
五
歳
以
降
は
急
減
す
る
。

す
な
わ
ち
、
賃
金
に
お
け
る
年
功
制
は
キ
ャ
リ
ア
中
途
採
用
の
増
加
や
天
下
り
の
存
在
に
よ
っ
て
若
干
の
ゆ
ら
ぎ
を
見
せ
て
い
る
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図2 学歴・年令階層・勤続期間別賃金 (1986年）
（製造業・金融保険業）
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デュアJI/・イノベーション下の労務管理の変容

図3 製造業収＇{if労働者の学歴・年令別賞金（所定内）カーブ
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が
、
標
準
労
働
者
の
賃
金
カ
l
ブ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
O
歳
代
半
ば
ま
で
の
標
準
労
働
者
た
ち
を
中
核
と
し
て
学
歴
別
年
功
制

が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、
次
に
見
る
よ
う
に
大
企
業
で
長
勤
続
者
、
標
準
労
働
者
の
占
め
る
割
合
が
増
大
し
て
い

る
こ
と
は
、
年
功
賃
金
を
適
用
さ
れ
る
労
働
者
の
割
合
が
大
企
業
内
で
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

86 

（1
〉
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
で
い
う
「
標
準
労
働
者
」
と
は
、
学
校
卒
業
後
（
た
だ
し
、
就
学
期
聞
は
原
則
と
し
て
通
常
の
期
問
。
そ
れ
ゆ

え
、
浪
人
し
、
ま
た
は
留
年
し
た
者
で
学
卒
後
直
ち
に
就
職
し
た
者
も
除
か
れ
る
〉
直
ち
に
現
在
の
企
業
に
入
り
、
そ
の
後
引
き
続
き
勤
務

し
、
調
査
時
点
で
在
籍
し
て
い
る
者
。
詳
し
く
は
賃
金
構
造
基
本
調
査
の
定
義
を
怠
照
さ
れ
た
い
。

4

終

身

雇

用

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
解
体
論
で
最
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
終
身
雇
用
の
崩
壊
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
う
か
。

以
下
、
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
の
製
造
業
と
金
融
・
保
険
業
の
従
業
員
数
千
人
以
上
企
業
の
男
子
労
働
者
の
デ
l
タ
ー
を
吟
味
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
九
七
六
年
と
八
六
年
の
コ

l
ホ
1
ト
に
よ
る
労
働
者
の
移
動
状
況
を
見
て
み
よ
う
〈
表
M
Y

ま
ず
、

製
造
業
で
は
こ
の
一

0
年
聞
に
男
子
労
働
者
が
三
万
三

0
0
0人
減
少
し
て
い
る
。
な
か
で
も
生
産
労
働
者
総
数
は
一

0
年
間
で

一
三
万
人
弱
、

一
O
%
の
減
少
を
み
た
（
た
だ
し
、
高
卒
生
産
労
働
者
は
一
一
万
人
強
増
加
し
て
い
る
）
。

そ
の
減
少
割
合
を
コ

l
ホ
i
ト

で
み
る
と
、
七
六
年
当
時
年
齢
で
、
ニ
O
歳
代
は
約
二
五
%
、
三
O
歳
代
と
四
O
歳
代
前
半
は
約
二
O
%
、
四
O
歳
代
後
半
は
五
割

の
減
少
で
あ
る
（
高
卒
生
産
労
働
者
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
）
。

七
六
年
当
時
の
ニ
O
J
四
九
歳
の
在
籍
労
働
者
数
と
八
六
年
の
三
O
J

五
九
歳
の
労
働
者
数
を
比
べ
る
と
四
分
の
一
強
に
当
た
る
二
九
万
人
近
く
の
労
働
者
が
減
少
し
て
い
る
。

－”
高
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
ハ
管
理
・
事
務
・
技
術
）
は
一

0
年
閣
で
総
数
二
万
人
強
、
約
五
%
の
増
加
を
見
た
。
そ
の
増
加
者
は
新
規



学
卒
の
採
用
と
八
六
年
年
齢
で
三
九
歳
未
満
の
者
で
あ
る
。
こ
の
新
規
学
卒
以
外
の
三
九
歳
未
満
の
者
の
大
半
は
中
途
採
用
と
い
う

よ
り
も
生
産
労
働
者
か
ら
の
移
動
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
勤
続
期
間
コ
l
ホ
l
ト
で
み
る
と
高
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の

八
六
年
時
点
の
勤
続
期
間
一

O
J
一
九
年
の
者
が
増
加
し
て
い
る
）
。

ハ
一
二
万
五

O
O
O人
強
）
の
内
一
四
%
強
（
二
万
人
弱
）
が
事
務
部
門
に
異
動
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
七
六
年
年
齢
ニ

O
J二
九
歳
生
産
労
働
者
か
ら
の
流
出
者

し
か
し
、

七
六
年
年
齢
三

O
歳
以
上

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

層
は
一

0
年
間
で
四
万
人
強
流
出
し
て
い
る
。
と
く
に
四

O
歳
代
の
流
出
率
は
激
し
い
。

大
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
は
一

0
年
間
で
総
数
一
五
万
人
強
、
四
二
M
m
と
大
幅
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
七
六
年
年
齢
で
二
五
歳
以

上
の
者
は
各
年
齢
層
と
も
減
少
し
て
い
る
。
と
く
に
四

O
歳
以
上
の
者
の
流
出
割
合
は
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
増
加
し
た
者
の
大
部
分
は

新
規
学
卒
者
と
考
え
ら
れ
る
。

金
融
・
保
険
業
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

金
融
・
保
険
業
の
男
子
労
働
者
は
こ
の
一

0
年
聞
に
三
万
二

O
O
O人
強
の
増
加
を
み
た
。
し
か
し
、
七
六
年
段
階
で
男
子
労
働

者
の
半
数
近
く
を
ν

占
め
て
い
た
高
卒
労
働
者
は
減
少
し
、
大
卒
労
働
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
。

高
卒
労
働
者
は
こ
の
一

0
年
間
、
各
年
齢
層
で
流
出
が
み
ら
れ
、
総
数
で
二
万
二

O
O
O人
強
、
一
一
・
五
%
減
少
し
て
い
る
。

と
く
に
七
六
年
年
齢
で
ニ

O
Jニ
四
歳
層
と
四

O
歳
代
の
流
出
が
箸
じ
い
。
な
か
で
も
四

O
歳
代
後
半
は
半
数
近
く
流
出
し
て
い

る
。
大
卒
労
働
者
は
七
万
六

O
O
O人
弱
、
四
五
%
の
大
幅
な
増
加
を
み
た
。
増
加
者
の
大
半
は
新
規
学
卒
者
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
七
六
年
年
齢
で
二
五
歳
以
上
は
流
出
超
過
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
四

O
歳
代
の
流
出
が
著
し
く
、
四

O
歳
代
後
半
で
は

七
一
%
も
の
流
出
率
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
産
業
構
造
の
転
換
の
な
か
で
や
や
衰
退
気
味
で
従
業
員
を
ト
ー
タ
ル
で
減
少
さ
せ
て
き
た
製
造
業
、
反

対
に
成
長
産
業
で
あ
る
金
融
・
保
険
業
、
こ
の
両
者
に
共
通
し
た
こ
こ
一

0
年
閣
の
労
働
力
の
需
給
構
造
は
次
の
点
に
見
ら
れ
る
。
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表 14 男子労働者の移動……ヨーホートによる増減数・率
企業規模1,000人以上，〈単位 10人〉，率（%）

製 造 業 金融・保険業

妻働者喜陣営喜｜聖子島｜持品
高 卒

76年 15～19歳 5,667 3,670 697 659 
8611 25～2911 11,774 10,402 3,116 10,940 1,321 5,465 

J~~~~~ 増増減減数率
6,107 6,732 2,419 10,940 662 5,465 
107.8 183 . .4 347.1 100. 5. ・．．

， 

76年 20～24歳 ・23, 177 17,865 5，卯4 1,964 2,582 2,336 
8611 30～3411 17,047 13,235 6,721 7,231 2,292 5,111 
76～86 増増減減数率 -6, 130 -4,630 817 5,267 -290 2,775 
76～86 企 26.4 企 25.9 13.8 268.2 企 11.2 118.8 

76年 25～29歳 26,364 16,926 8,542 10,244 2,842 5,020 
8611 35～3911 19,963 12,606 9,526 9,308 2,684 4,662 

76～86 増増 減減：率数 -6,401 -4,320 984 -936 -158 -358 
76～86 企 24.3 企 25.5 11. 5 • 9. 1 • 5.6 企 7.1.

76年 30～34歳 20,542 9,352 9,661 7,255 3,485 2,886 
8611 40～4411 16,415 7,563 9,454 6,284 3,284 2,612 

i~~~~~ 増増減減数率
-4, 127 -1, 789 -207 -971 -201 -274 
.o. 20.1 • 19.1 企 2.1 ‘13.4 • 5.8 企 9.5

76年 35～39歳 18,449 7,476 7,561 6，マ57 2,708 2,556 
8611 45～4911 15,352 6,244 6,715 6,404 2,662 2,336 

76-86 書減警 -3,097 -1,232 -846 -353 - 46 -220 
76～86 減 • 16.8 企 16.5 企 11.2 ‘5.2 .. 1. 7 • 8.6 

76年 40～44歳 13,985 3,624 5,141 4,249 3,224 2,197 
8611 50～5411 10,780 3,119 3,875 3,389 2,849 1,408 

i~~~~~ 増増減減率数
-3,205 -508 -1,266 -860 -375 -789 
• 22.9 • 13.9 企 24.6 企 20.2 • 11.6 • 35.9 

76年 45～49歳 11,572 1,937 3,132 2,352 2,053 1,294 
8611 55～5911 5,675 1,168 1,273 873 1,053 375 

76-86 重減警 一5.897 -769 -1;859 -1,479 -1,000 -919 
76～86 減 企 51.0 • 39. 7 企 59.4 • 62. 9 • 48.7 • 71. 0 

76年 年齢計 129,886 61,804 43,151 34,436 19,618 16,929 

86年 年齢計 116,902 73,234 45,395 48,916 17,356 24,522 

76～86 増減数 -12, 984 11,430 2,244 14,480 -2,262 7,593 

76～86 増減率 • 10.0 18.5 5.2 42.0 ‘11.5 44.9 

〔出所〕 「賀金構造基本調査」（’76，’86年〉より作成
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す
た
わ
ち
、
既
就
業
の
よ
り
学
歴
の
低
い
労
働
者
の
排
除
（
製
造
業
で
は
中
卒
生
産
労
働
者
、
金
融
・
保
険
業
で
は
高
卒
労
働
者
）
と
新
規

大
卒
者
の
大
量
採
用
、
学
歴
を
問
わ
ず
「
退
職
出
向
」
な
ど
に
よ
る
四

O
歳
以
上
の
長
勤
続
者
層
の
大
量
排
除
、
の
二
点
で
あ
る
。

と
く
に
後
者
は
終
身
雇
用
の
崩
嬢
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
れ
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
「
終
身
雇
用
は
崩
竣
し
た
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
他
の
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
「
終
身
麗
用
は
崩
壊
し
た
」
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
そ
れ
は
大
企
業
に
残
っ
て
い
る

労
働
者
の
問
題
で
あ
る
。
排
除
さ
れ
た
労
働
者
に
代
わ
っ
て
大
企
業
に
パ

i
ト
労
働
者
や
派
遣
労
働
者
が
大
量
に
導
入
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
す
で
に
み
た
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
労
働
者
で
は
な
く
、
大
企
業
の
常
用
労
働
者
で
あ
る
。

デュアル・イノベーション下の労務管理の変容

製
造
業
と
金
融
・
保
険
業
の
勤
続
二

O
年
以
上
の
労
働
者
割
合
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
が
出
る
。
製
造
業
も
金
融
・
保
険
業

も
従
業
員
千
人
以
上
規
模
の
企
業
は
そ
れ
以
下
の
規
模
の
企
業
よ
り
勤
続
二

O
年
以
上
の
労
働
者
の
割
合
が
高
い
。
ま
た
、
七
六
年

に
比
べ
て
八
六
年
は
、
製
造
業
の
生
産
労
働
者
、
高
卒
・
大
卒
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、
金
融
・
保
険
業
の
高
卒
・
大
卒
労
働
者
の
そ

れ
ぞ
れ
が
二

O
年
以
上
勤
続
者
の
割
合
を
大
幅
に
高
め
て
い
る
。
と
く
に
製
造
業
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
金
融
・
保
険
業
の
大
卒
労

働
者
の
四
五
J
五
四
歳
層
の
九

O
弱
以
上
が
そ
う
で
あ
る
（
表
日
下
段
）
。

ま
た
、
標
準
労
働
者
割
合
を
み
る
と
製
造
業
の
生
産
労
働
者
、
高
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
大
卒
労
働

者
で
は
四
五
歳
以
上
層
で
も
五
割
前
後
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
金
融
・
保
険
業
で
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
（
表
日
上
段
〉
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
。
産
業
構
造
の
転
換
、
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

i
ν
ョ
シ
の
も
と
で
、
新
分

野
へ
の
進
出
、
不
採
算
部
門
の
切
り
捨
て
、
労
働
内
容
の
急
激
な
変
化
、
厳
し
い
能
力
評
価
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
い
け
な

い
判
定
し
た
労
働
者
を
排
除
し
、
残
っ
た
子
飼
い
の
「
少
数
精
鋭
」
労
働
者
に
は
終
身
雇
用
の
恩
典
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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袋店従業員規模1（削人以上企業の様準労働者割合（1986年〉 (%) 

製 造 業
金融・保険業

生産労働者 管理・事務・技術

旧中・新高卒 旧中・新高卒 大 卒 旧中・新高卒 大 卒

年齢計 45.1 49. 3 ・ 59.1 52.2 70.9 

-19歳 86.5 90.0 一 89. 7 

20-24" 63.8 65.1 88.7 69.4 91. 3 

25-29" 50.4 57.1 60.6 63.1 74.4 

30-34" 57.0 64.5 49.9 65.6 71.2 

35-39" 35.3 50.2 60.4 56.6 66.7 

40-44" 22.8 51.4 56.3 58.3 71.0 

45-49" 9.4 28.4 58.4 48.8 64.6 

50-54" 7.8 29.9 44.8 38.8 54.5 

55-59" 4.7 18.9 37.1 10.8 34.4 

勤続初年以上労働者割合（40歳以上〉 （%） 

年齢計 76 5.4 20.9 11.9 29.2 14.4 

86 19.3 46.4 24.4 49.9 却 .3

40-44歳.76 31. 3 55.7 22.9 78.3 36.0 

86 65.3 86.7 33.6 85.0 45.1 

45-49 76 55.8 79.0 77.8 73.0 90.1 

86 73.9 91. 6 90.5 78.7 93.3 

?0ー54 76 70.1 84.0 83.3 64.3 82.5 

86 69.7 89.2 94.9 75.9 93.5 

55-59 76 68.7 76.1 68.9 33.0 52.9 

86 65.1 86.3 86,9 53.8 71. 5 

60-64 76 ・．． ・．． ・．． ・．． ・．．

86 38.2 28.6 50.0 24.2 19.6 

〈注〉 「標単労働者」からは学卒後直ちに試験したものであっても，浪人したもの，在学

中tζ留年した者は除かれるので，新規学卒後継続試職している者より少なめの数値が

でている（P.328の注怠照〉．

【出所〕 「賃金総造基注調査」 (1976,8伴〉より作成
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百

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
崩
壊
し
た
か

こ
れ
ま
で
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
〈
崩
壊
〉
か
〈
存
続
・
維
持
〉
か
を
め
ぐ
っ
て
、
計
年
功
制
」
と
「
終
身
雇
用
」
に
か
か
わ

る
か
ぎ
り
で
の
八

0
年
代
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
た
の
は
、
資
本
の
側
が
「
能
力
主
義
・
実
力
主
義
」
を

標
携
し
て
「
年
功
制
」
と
「
終
身
雇
用
」
の
〈
解
体
〉
を
主
張
し
、
進
め
ら
れ
て
き
た
人
事
・
労
務
管
理
の
実
態
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
中
高
年
と
〈
無
能
力
・
非
協
力
〉
の
ら
く
印
を
押
し
た
労
働
者
の
排
除
を
目
的
と
し
た
「
複
合
的
な
H

人
減
ら
し
乙
施
策

と
外
部
労
働
市
場
、
中
間
労
働
市
場
の
利
用
ハ
4
「
終
身
雇
用
」
の
崩
壊
）
で
あ
り
、

ー「
中
途
キ
ャ
リ
ア
採
用
」
や
抜
擢
人
事
と
年
功

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

昇
進
・
昇
格
の
否
定
、
年
功
賃
金
の
縮
小
な
い
し
否
定
（
4
「
年
功
制
」
解
体
）
で
あ
っ
た
。

他
方
、
統
計
的
事
実
で
は
、
賃
金
や
昇
進
に
お
い
て
「
能
力
主
義
的
運
用
」
に
よ
る
格
差
の
存
在
を
見
せ
な
が
ら
も
基
本
的
に
は

「
年
功
制
」
が
、
ま
た
中
高
年
を
中
心
に
大
量
の
常
用
労
働
者
の
排
除
を
し
な
が
ら
も
か
え
っ
て
残
っ
た
部
分
（
「
少
数
精
鋭
」
の
基
幹

労
働
者
〉
に
は
「
終
身
雇
用
」
の
存
在
が
、

よ
り
強
く
表
れ
て
い
た
。

こ
の
ア
シ
ビ
パ
レ
ン
ト
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

一
に
「
日
本
的
一
雇
用
慣
行
」
を
い
か
な

労
務
管
理
と
し
て
の
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」

一
般
に
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
、

れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
少
な
く
も
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。

い
ま
、
－
こ
こ
で
そ
の
成
立
お
よ
び
「
原
基
」
構
成
）
成
立
の
説
明
枠
組
、
等
に
つ
い
士
ふ

』
日
本
に
お
け
る
熟
練
形
成
の
特
質
（
企
業
内
熟
練
H
年
功
的
熟
練
）
と
そ
れ
に
基
ヴ
・く
位
階
制
秩
序
H
労
働
者
の
層
的
構
成
お
よ
び
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労
働
市
場
の
重
層
的
構
成
を
前
提
に
、

企
業
へ
の
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〈
た
と
え
ば
、
経
営
家
族
主
義
〉
の
下
に
、

基
幹
労
働
者
を

92 

確
保
す
る
た
め
、

労
働
力
再
生
産
に
必
要
な
賃
金
の
保
障
と
勤
続
に
よ
る
企
業
へ
の
貢
献
に
報
い
る
「
受
益
度
」
の
向
上
に
よ
っ

て
、
企
業
社
会
ハ
企
業
共
同
体
）
に
労
働
者
を
閉
じ
込
め
、
能
力
発
揮
競
争
と
企
業
忠
誠
を
導
く
も
の
と
し
て
、
《
終
身
雇
用
H
定
年

ま
で
は
雇
用
し
て
い
く
》
と
《
年
功
制
H
階
層
別
に
勤
続
に
応
じ
た
継
続
的
な
昇
給
と
昇
進
》
を
紬
に
、
大
企
業
労
働
者
に
適
用
さ

れ
た
日
本
資
本
主
義
の
労
務
管
理
の
体
系
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
日
本
資
本
主
義
の
《
発
展
》
の
な
か
で
一
定
の
変
容
・
〈
再

編
〉
を
伴
い
な
が
ら
も
ハ
例
え
ば
、
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
経
営
家
族
主
義
」
か
ら
「
集
団
主
義
」
に
、
身
分
階
層
制
が
学
歴
別
に
〉
、
少
な

て
と
も
七

0
年
代
ま
で
は
労
務
管
理
の
体
系
と
し
て
生
き
続
け
て
い
た
と
。

そ
し
て
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
に
つ
い
て
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
よ
う
な
諸
点
で
あ
る
。

第
一
に
、

そ
れ
は
日
本
資
本
主
義
の
労
務
管
理
の
体
系
で
あ
っ
て
、
統
合
と
排
除
の
論
理
を
内
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
、

つ
ま
り
、

勤
続
に
応
じ
た
昇
給
・
昇
格
に
よ
っ
て
「
受
益
度
」
の
拡
大
と
い
う
統
合
原
理
と
企
業
秩
序
非
順
応
者
、

非
能
率
者
を
企
業
（
H

「
家
」
な
い
し
「
集
団
）
）
の
維
持
・
発
展
の
匝
害
者
と
し
て
排
除
す
る
論
理
の
存
在
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
「
身
分
」
な
い
し
学

歴
に
よ
る
企
業
内
労
働
者
の
階
層
的
構
成
と
労
働
市
場
の
重
層
的
構
成
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
た

の
は
大
企
業
の
基
幹
労
働
者
、
標
準
能
率
者
、
秩
序
順
応
者
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
、
－
一
一
一
回
い
か
え
れ
ば
、
中
小
企
業
の
労
働
者
に
は

適
用
外
で
あ
り
、
ま
た
大
企
業
の
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
女
子
労
働
者
や
非
順
応
者
、
非
能
率
者
、
中
途
採
用
者
に
は
適
用
さ
れ
な

、‘っ・・
0

4
H

ふ
J

八
0
年
代
の
輯
現
象
と
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」

・

さ
て
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
に
か
か
わ
る
諸
点
で
八

0
年
代
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
現
象
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



外
部
労
働
市
場
や
「
中
閣
労
働
市
場
」
を
利
用
し
た
労
働
力
調
達
の
普
及
は
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
解
体
さ
せ
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
労
働
力
調
達
の
存
在
こ
そ
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
力
調
整
に
一
定
の

硬
直
制
を
も
っ
「
終
身
雇
用
慣
行
」
は
労
働
力
調
整
用
と
し
て
重
層
的
な
外
部
労
働
市
場
を
、
も
と
も
と
、
必
要
と
し
て
い
た
。

「
終
身
雇
用
慣
行
」
を
崩
壊
さ
せ
た
か
の
よ
う
に
見
え

様
々
な
H

人
減
ら
し
H

施
策
に
よ
る
大
量
の
中
高
年
労
働
者
の
排
除
は
、

る
。
と
く
に
、
高
度
成
長
期
に
適
用
労
働
者
層
の
拡
大
が
み
ら
れ
た
後
で
あ
る
か
ら
余
計
に
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

労
務
管
理
の
体
系
で
あ
る
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
、
も
と
も
と
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
位
階
階
層
制
を
維
持
す
る
た
め
と
企
業
の
統

合
と
維
持
・
発
展
の
た
め
に
、
排
除
の
論
理
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
総
て
の
男
子
常
用
労
働
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

な
い
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
も
不
況
時
に
は
解
雇
を
も
含
む
H

人
減
ら
し
H

が
行
わ
れ
て
い
た
。
排
除
が
大
量
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

は
「
終
身
雇
用
」
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
。

「
中
途
キ
ャ
リ
ア
採
用
」
が
年
功
秩
序
の
否
定
に
つ
な
が
る
側
面
は
確
か
に
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
割
合
は
見
て
き
た
よ
う
に
僅

か
で
あ
っ
て
、
・全
体
と
し
て
の
年
功
秩
序
を
否
定
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

「
能
力
主
義
」
の
導
入
が
言
わ
れ
、
制
度
的
に
も
一
定
の
整
備
が
さ
れ
、
そ
し
て
、

従
来
に
比
べ
て
よ
り
厳
し
い
「
能
力
主
義
」

的
人
事
管
理
が
な
さ
れ
、

同
期
入
社
者
の
聞
に
昇
進
・
昇
格
で
大
き
な
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」

に
は
査
定
・
人
事
考
課
と
い
う
「
能
力
」
評
価
は
存
在
し
て
い
た
。
「
能
力
主
義
」
の
導
入
即
年
功
制
の
否
定
と
は
な
ら
な
い
。
い

か
な
る
「
能
力
主
義
」
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
本
論
で
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
よ
う
な
「
能
力
主
義
」
で

は
「
年
功
制
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
日
産
自
動
車
の
例
に
し
て
も
、
「
卒
年
管
理
」
自
体
が
「
日

本
的
雇
用
慣
行
」
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
昇
進
人
事
に
し
て
も
次
年
度
の
「
一
選
抜
」
組
の
一
部
が
前
年
度
の
「
一
選
抜
」
組
に
追
い

93 

つ
い
た
の
で
あ
り
、
追
い
抜
い
た
の
で
は
な
い
。
「
一
選
抜
」
と
い
う
存
在
自
体
が
年
功
制
の
存
在
を
表
現
し
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
稿
の
一
・
お
よ
び
ニ
で
見
た
諸
現
象
は
必
ず
し
も
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
解
体
を
意
味
す
る
こ
と

94 

に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

八
0
年
代
の
現
実

一
九
八
七
年
の
「
震
用
管
理
調
査
」
に
よ
・っ
て
従
業
員
数
五
千
人
以
上
の
企
業
の
人
事
異
動
に
関
す
る
年
齢
別
状
況
を
見

る
と
（
図
4
）
、
中
高
年
労
働
者
の
排
除
（
終
身
雇
用
の
否
定
〉
は
見
ら
れ
る
が
、
昇
進
・
昇
格
等
は
年
功
秩
序
が
貫
徹
し
て
い
る
よ
う

い
ま
、

に
み
え
る
。

「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
っ
て
、
従
業
員
数
一
千
人
以
上
の
企
業
に
所
属
す
る
労
働
者
の
一
九
七
六
年
か
ら
八
六
年

の一

0
年
間
の
人
事
異
動
を
見
る
と
ハ
表
団
て
労
働
者
の
企
業
内
人
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

高
卒
労
働
者
二
↓
O
歳
代
後
半
か
ら
三

O
歳
代
前
半
で
係
長
に
昇
進
す
る
も
の
が
現
れ
、
四

O
歳
代
に
入
っ
て
課
長
に
昇
進
す
る

も
の
が
出
て
く
る
。
同
時
に
企
業
外
へ
の
排
除
も
始
ま
る
。
七
六
年
当
時
四
五
J
四
九
歳
で
あ
っ
た
者
は
一

O
年
後
に
は
四
割
近
く

が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
係
長
昇
進
者
は
四

O
歳
代
が
最
大
で
ニ
割
に
達
す
る
。
課
長
昇
進
者
は
四

O
歳
代
後
半
か
ら
五

O
歳
代
前
半

で
一
四
%
で
あ
る
？
そ
の
内
、
部
長
に
昇
進
す
る
者
は
僅
か
で
（
五
O
歳
代
前
半
で
四
・
三
%
）
、
し
か
も
そ
の
多
く
は
五

O
歳
代
に

企
業
外
に
排
除
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
高
卒
者
の
企
業
内
人
生
は
、
入
社
後
ほ
ぽ
四

O
年
の
聞
に
、
中
途
採
用
者
も
含
め
、
約
四
割
は

一
部
は
部
長
（
八
六
年
時
点
の
部
長
の
一
七

一
般
従
業
員
の
ま
・ま
で
〈
こ
の
デ
ー
タ
に
は
係
長
以
前
の
末
織
職
制
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
）
、

%
が
高
卒
者

前
掲
表
日
一容
照
）
ま
で
昇
進
す
る
が
多
く
は
係
長
、
課
長
（
八
六
年
時
点
の
課
長
の
三
七
%
が
高
卒
者
）
ど
ま
り
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
一
二
割
近
く
が
位
階
の
階
段
を
昇
っ
て
い
る
。
他
方
終
身
雇
用
の
対
象
外
と
し
て
四

O
歳
代
か
ら
排
除
さ
れ
は
じ
め
約
四

割
が
定
年
前
に
排
除
さ
れ
る
。
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（年齢）L計 ｜一般｜係長｜課長｜部三｜来高
高卒’76(20ー24) 100.0 (3伺46) 99.0 ( 32) ( 1) 〈一） 0.9 

’86 (30-34) 98.3 (34942) 89.5 3.4 0.3 ( 4) 5.2 

’76 (25-29) 100:0 (42493) 95.0 1. 2 0.1 ( 2) 3.8 

’86 (35-39) 103.6 (44035) 76.7 12.5 2.4 0.1 12.2 

’76 (30-34) 100.0 (35256) 81.0 8.0 1.1 0.1 9.9 

’86 (40-'44) 103.2 (36375) 55.8 19.3 10.9 0.4 16.7 

’76 (35-39) 100.0 (27839) 67.0 13.2 5.3 0.3 14.1 

'86 (45-49) 93.8 (26106) 47.6 12.1 13.3 1. 9 18.8 

’76 (40-44) 100.0 (18444) 55.1 15.0 10,4 1. 7 17.3 

’86 （日ー54) 94.1 (17365) 46.6 9.9 13.9 4.3 19‘4 

’76 (45-49) 100.0 (11993) 52.5 14.3 12.4 3.5 17.3 

’86 (55ー59) 63. 9. ( 7669) 36.9 4.8 7 .. 5 1. 5 10.0 

大卒・76(25-29) 100.0 (30351) 93.3 2.5 0.3 ( 6) 3.8 

’86 (35-39) 95.2 (28叩8) 45.0 22.8 11. 2 0.6 15.7 

’76 (30-34) 100.0 (18559) 65.7 加 .0 2.9 0.3 11.1 

’86 (40-44) 93. 0 (17256) 23.5 10.5 37.5 ・4.4. 17.5 

’76 (35-39) 100.0 (16286) 32.8 24.4 25.2・ 1 .. 3 ・ 16.3 

’86 (45-49) 96.8 (15768) 16.2 5.0 33.4- 却 .0 22.1 

’76 (40-44) 100.0 (11098) 却.5 8.0 44.0- 11.2 16.2 

’86 (S0-54) 84.2 ( 9倒的 12.6 2.3 17.1・ 32.1 20.1 

’76 (45-49) 100.0 ( 5810) 15.9 4.1 27.5 32.9 19.7 

’86 (55-59) 45.6 ( 26i9) 14.9 1. 4 6.9 13.9 9.4 

〈 ）内の数字の実数〈単位10人〉
〔資料〕 労働省「賃金構造基本調査」（76，お年）より作成
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デュアル・イノベーショシ下の労務管理の変容

男子労働者の三層構造図5

60オー

5.5-59 

50-54 

C A 45-49 

40-44 

35-39 

25-29 

20-24 

15-19 

90万人50万人

A層…50オ以上、部長・課長
45-49オ、部長・課長・製造業職長
25-44オ、部長・課長・係長・製造業職長

B層…各年令層の平均賃金（所定内）を上まわる賃金の労働者
破線・．．「稼単労働者」
〔原資料〕 「賃金栴造基本調査」（’86年）より作成
右図の作成にあたっては、元島邦夫 r大企業労働者の主体形成』
(1982年、青木曾店）の11-3図（PSO）の示唆をうけた

10万人

（注）

大
卒
労
働
者
い
か
れ

ら
は
三

O
歳
代
前
半
か

ら
で
位
階
の
ピ
ラ
ミ
ツ

ド
を
登
り
始
め
、
四

O

歳
代
で
課
長
に
な
り
、

そ
の
一
部
は
部
長
に
昇

進
す
る
。
四

O
歳
代
後

半
で
二
割
が
、
五

O
歳

代
前
半
に
は
三
割
強
が

部
長
に
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、

一
般
従
業

員
の
ま
ま
、
あ
る
い
は

係
長
止
ま
り
の
者
も
存

在
す
る
。
大
卒
者
は
高

卒
者
に
比
べ
る
と
「
年

功
秩
序
」
の
階
段
を
登

る
者
は
多
く
寸
ま
た
早

97 

く
、
高
く
登
る
が
、

四



O
歳
を
過
ぎ
る
と
高
卒
者
よ
り
き
び
し
し
く
選
別
さ
れ
る
。
七
六
年
に
在
籍
し
て
い
た
四
五
J
四
九
歳
層
の
五
五
%
が
一

O
年
後
に
は

定
年
に
な
っ
た
者
も
含
め
て
排
除
さ
れ
て
い
‘る。

・

．

こ
の
よ
う
に
、
高
卒
者
も
．大
卒
者
も

t

罪
進
U
だ
り
て
企
業
外
に
排
除
さ
れ
た
り
す
る
人
生
を
送
る
こ
と
と
な
る
、
主
同
時
に
企
業

内
に
学
歴
、
年
功
に
よ
る
階
層
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
能
力
査
定
と
忠
誠
心
・
能
力
発
揮
競
争
が
み
ら
れ
る
。

一
九
八
六
年
の
「
賃
金
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
っ
て
、
従
業
員
数
一
千
人
以
上
の
企
業
の
男
子
従
業
員
の
賃
金
と
地
位
に
よ
っ
て

構
成
し
て
見
る
と
三
層
構
造
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
5
1
す
な
わ
ち
、
各
年
齢
層
で
役
職
に
付
い
て
い
る
基
幹
労
働
者
層
（
A
〉、

平
均
賃
金
を
上
回
る
が
役
職
に
は
付
い
て
い
な
い
標
準
能
力
の
労
働
者
層
ハ
B
〉
、
そ
し
て
、
平
均
賃
金
以
下
の
多
く
の
中
途
採
用

者
、
非
能
率
者
・
企
業
秩
序
不
適
応
者
層
ハ
C
）
で
あ
る
。

B
層
は
三

O
歳
代
前
半
ま
で
「
標
準
労
働
者
」
の
数
と
対
応
し
、

A
層

は
三

O
歳
代
後
半
か
ら
増
加
す
る
。
ま
た
、
四

O
歳
代
の
役
職
者
（
A
層
）
は
「
標
準
労
働
者
」
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
三

O
歳
代
に
入
っ
て
「
能
力
」
評
価
に
よ
る
選
別
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
四

O
歳
代
で
残
っ
て
い
る
「
標
準
労
働
者
」
は
大
半
が

A

層
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
三

O
歳
代
後
半
以
上
の

A
、

B
層
が
「
日
本
的
雇
用
慣
行
〈
年
功

制
と
終
身
雇
用
〉
」
を
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
そ
れ
で
安
泰
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
中
高
年
排
除
の
動
き
の

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
片
道
切
符
の
出
向
や
早
期
退
職
の
要
員
に
組
み
込
ま
れ
る
〉
。
そ

．し
て
、
入
社
し
て
か
ら
三

O
歳
代
前
半
ま
で
が
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
被
適
用
者
〈
A
、

B
周
）
を
目
指
し
て
の
能
力
発
揮
と
忠

中
で
能
力
発
俸
と
忠
誠
心
発
揮
を
常
に
強
い
ら
れ
て
い
る
。

誠
心
発
揮
競
争
の
時
代
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
事
か
ら
次
の
よ
う
な
暫
定
的
な
結
論
が
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

八
0
年
代
の
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
ν
ョ
ン
の
進
展
に
よ
っ
て
、

日
本
資
本
主
義
は
重
厚
長
大
か
ら
軽
薄
短
小
、
先
端
産
業
へ
と
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産
業
構
造
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
既
存
労
働
力
の
再
編
を
図
り
｜
｜
デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ
！
日V
ョ
シ
に
適
応
出
来
な
い
労
働
者

の
排
除
と
新
分
野
の
即
戦
力
と
な
る
労
働
者
の
必
要
か
ら
｜
｜
、
労
働
力
市
場
の
再
編
と
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
見
直
し
、
再
編

を
始
め
た
。

労
働
力
市
場
の
再
編
は
、
「
中
間
労
働
市
場
」
の
形
成
と
外
部
労
働
市
場
の
拡
大
で
あ
る
。

労
働
力
需
給
調
整

弁
と
し
て
の
労
働
力
供
給
源
の
、
そ
し
て
多
様
な
労
働
力
の
拡
大
を
は
か
っ
た
。
加
え
て
、
そ
れ
は
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
か
ら
排

除
す
る
労
働
者
の
受
け
皿
の
役
割
を
も
持
つ
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
の
見
直
し
・
再
編
は
、

適
用
労
働
者
の
範
囲
を
狭
め
、

デ
ュ
ア
ル
・
イ
ノ
ベ

l
v
ョ
シ
に
不
適
応
な
労
働

デュアル・イノベーション下の労務管理の変容

者
ハ
主
に
賃
金
水
準
も
高
い
中
高
年
労
働
者
）
を
排
除
し
、
労
務
コ
ス
ト
の
低
減
を
は
か
る
と
と
も
に
、
即
戦
力
と
な
る
中
途
採
用
者
を

部
分
的
に
好
待
遇
で
企
業
組
織
の
中
に
組
み
込
ん
だ
。
し
か
し
、
経
営
が
必
要
と
す
る
基
幹
部
分
を
担
当
す
る
基
幹
労
働
者
に
は

「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
維
持
・
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
能
力
主
義
」
の
強
調
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
適
用
労
働
者
層
の
範
囲
を
縮
小
し
、
「
能
力
主
義
」
の
名
の
下
で
地
位
上
昇
の
速
度
に
差
を
つ
け
な
が
ら
も
「
学
歴
別

年
功
制
」
と
「
終
身
雇
用
」
を
保
障
さ
れ
た
、
つ
ま
り
学
卒
後
新
規
採
用
さ
れ
同
一
企
業
に
勤
続
し
、
賃
金
と
地
位
を
上
昇
さ
せ
つ

づ
け
る
企
業
の
必
要
と
す
る
基
幹
労
働
者
を
存
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
調
節
弁
と
な
る
諸
制
度
（
多
く
は
企
業
内
外
で
の
労

働
者
の
流
動
化
施
策
）
を
多
様
な
形
で
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
よ
り
拡
張
さ
ね
た
労
働
市
場
の
重
層
構
造
と
大
企
業
労
働
者
の
層
的
構
成
を
前
提
に
し
一て
、
大
企
業
基
幹
労
働
者
に

は
や
は
り
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
は
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
若
干
の
変
容
を
伴
い
な
が
ら
、
日
本
資
本
主
義
の
労
務
管
理
と
し

て
生
き
統
校
て
い
る
。
そ
じ
・て
、
現
在
み
ら
れ
る
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
を
解
体
さ
せ
る
か
に
見
え
る
大
企
業
で
展
開
さ
れ
て
い
る
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諸
政
策
お
よ
び
声
高
な
《
崩
域

γ
の
主
張
は
、
大
企
業
が
減
量
経
営
、
少
数
精
鋭
化
を
す
す
め
る
た
め
に
「
能
力
」
の
あ
る
、

そ
し



て
忠
誠
心
の
高
い
基
幹
労
働
者
を
確
保
す
る
・と
同
時
に
、
「
能
力
」
が
な
い
、
あ
る
い
は
企
業
自
秩
序
を
み
だ
す
と
判
定
さ
れ
た
労

働
者
の
企
業
外
へ
の
排
除
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
す
め
る
た
め
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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〈
1
〉
さ
し
あ
た
り
、
添
田
真
激
『
日
本
の
労
務
管
理
』
（
東
大
出
版
会

そ
の
第
二
節
の
注
（
2
）
｜
一
一

0
ペ
ー
ジ
ー
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
九
七
O
年
〉
、
と
く
に
第
三
章
「
労
務
管
理
の
日
本
的
特
質
」
と

h
付
記
〉
本
稿
は
一
九
八
七
年
度
の
日
本
社
会
学
会
大
会
〈
於
日
本
大
学
）
の
タ
l
マ
セ
ッ
シ
ョ

γ
で
の
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
専
修
大
学
個
人
研
究
助
成
（
一
九
八
六
・
八
七
年
度
）
、
お
よ
び
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
個
人
研
究
助
成
〈
一
九
八

七
年
度
）
に
よ
る
調
査
研
究
の
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。




